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税務訴訟資料 第２６７号－１５（順号１２９６４） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分等取消請求事件 

国側当事者・国（保土ケ谷税務署長） 

平成２９年１月２４日棄却・確定 

 

判 決 

原告 甲 

同訴訟代理人弁護士 宮塚 久 

同 北村 導人 

同 天白 達也 

同 今井 政介 

被告 国 

同代表者法務大臣 金田 勝年 

処分行政庁 保土ケ谷税務署長 

 中嶋 明伸 

指定代理人 別紙１指定代理人目録のとおり 

 

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした原告の平成１９年分の所得税の更正処

分（ただし、平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消された後のもの）のうち総

所得金額５６９５万８５３７円及び納付すべき税額６６７万１４００円を超える部分並びに過

少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消さ

れた後のもの）をいずれも取り消す。 

２ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした原告の平成２０年分の所得税の更正処

分（ただし、平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消された後のもの）のうち総

所得金額１億０９８３万２０９３円及び納付すべき税額１９３７万５９００円を超える部分並

びに過少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取

り消された後のもの）をいずれも取り消す。 

３ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした原告の平成２１年分の所得税の更正処

分（ただし、平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消された後のもの）のうち総

所得金額１億５１９２万１３２７円及び納付すべき税額３０３９万９８００円を超える部分並

びに過少申告加算税賦課決定処分（ただし、平成２３年７月６日付け異議決定により一部取り

消され、平成２４年７月３１日付け審査裁決により一部取り消された後のもの）をいずれも取

り消す。 
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第２ 事案の概要 

 本件は、アメリカ合衆国（以下「米国」という。）において不動産に係る事業を営む米国ワ

シントン州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ（以下「ＬＰＳ」とい

う。）の持分を取得した原告が、当該事業により生じた損益のうち原告に割り当てられたもの

を原告の不動産所得（所得税法２６条１項）の金額の計算上収入金額（同法３６条１項）又は

必要経費（同法３７条１項）に算入して所得税の申告をしたところ、所轄税務署長から、当該

事業により生じた所得は原告の不動産所得に該当せず、上記の損益を同所得の金額の計算上収

入金額又は必要経費に算入することはできないとして、所得税の更正処分及び過少申告加算税

賦課決定処分を受けたことから、上記各処分（ただし、異議決定又は審査裁決による一部取消

し後のもの）の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令の定め 

 別紙２のとおり 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

（１）当事者 

 原告は、昭和４６年、不動産に係る事業を営む目的でＡ株式会社（以下「Ａ」という。）

を設立し、設立時から平成１７年３月までその代表取締役に就任していた（甲４（２頁）、

４０、乙９）。 

（２）米国及び同国ワシントン州のパートナーシップの法制度 

ア 米国において、ＬＰＳは、パートナーシップの一種であるところ、パートナーシップと

は、米国各州の法律で認められている２名以上の者により組成される事業活動や投資活動

を営むための組織形態であり、ジェネラル・パートナーシップ（以下「ＧＰＳ」とい

う。）とＬＰＳの２種類がある。 

 米国において、ＧＰＳは、パートナーシップ債務に対して無限責任を負い当該事業活動

を代理する権利を有する２名以上のジェネラル・パートナー（以下「ＧＰ」という。）の

みによって構成されるパートナーシップであり、また、ＬＰＳは、パートナーシップ債務

に対して無限責任を負い当該事業活動を代理する権利を有する１名以上のＧＰとパートナ

ーシップ債務に対して限定的な責任を負う１名以上のリミテッド・パートナー（以下「Ｌ

Ｐ」という。）によって構成されるパートナーシップである。 

イ 米国ワシントン州のパートナーシップに関する法律として、ワシントン州改正統一パー

トナーシップ法（「the Washington revised uniform partnership act」（同法25.05.905

所定の名称）。以下「州ＰＳ法」という。）がある（乙８）。また、同州のＬＰＳに関する

法律として、ワシントン州統一リミテッド・パートナーシップ法（「the Washington unif

orm limited partnership act」（同法25.10.630所定の名称。同法に定めのない事項につ

いては州ＰＳ法の規定が適用されると規定するもの。乙７）。以下「州ＬＰＳ法」とい

う。）があったところ、その２００９年（平成２１年）改正後の法律である統一リミテッ

ド・パートナーシップ法（「the uniform limited partnership act」（同法25.10.006所定

の名称。州ＰＳ法の適用関係に関する上記の規定を削除し、同法の適用対象であった事項

の規律を明文で定める規定を設けたもの）。以下「改正州ＬＰＳ法」という。）が２０１０

年（平成２２年）１月１日（同法25.10.903）から発効し、同年７月１日から全てのＬＰ
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Ｓに適用されている（同法25.10.911(2)。乙４１、６０）。 

 州ＰＳ法は、統一法委員会（Uniform Law Commission）の策定した統一パートナーシッ

プ法典（「Uniform Partnership Act」。以下「統一ＰＳ法典」という。１９９７年（平成

９年）改訂後のもの）を採択して制定されたものであり、また、州ＬＰＳ法は、同委員会

の策定した統一リミテッド・パートナーシップ法典（「Uniform Limited Partnership Ac

t」。以下「統一ＬＰＳ法典」という。同法典に定めのない事項については統一ＰＳ法典の

規定が適用されると規定する２００１年（平成１３年）改訂前のもの）を採択して制定さ

れ、改正州ＬＰＳ法は、２００１年改訂後の統一ＬＰＳ法典（「Revised uniform Limited

 Partnership Act」。統一ＰＳ法典の適用関係に関する上記の規定を削除し、同法典の適

用対象であった事項の規律を明文で定める規定を設けたもの。以下「改訂統一ＬＰＳ法

典」という。）を採択して制定されたものであり、いずれもこれらの統一法典に一定の修

正を加えて制定されたものである（甲３７、３８の１及び２、乙４１、４２、弁論の全趣

旨）。 

（３）原告が行った取引の概要 

ア 原告は、米国ワシントン州に所在する次の①ないし④の各ＬＰＳ（本件各ＬＰＳ）につ

いて、次の（ア）ないし（エ）の各契約の締結により、その持分権をＬＰとして取得した。 

① Ｂ Limited Partnership（以下「Ｂ－ＬＰＳ」という。） 

② Ｃ Limited Partnership（以下「Ｃ－ＬＰＳ」という。） 

③ Ｄ Limited Partnership（以下「Ｄ－ＬＰＳ」という。） 

④ Ｅ Limited Partnership（以下「Ｅ－ＬＰＳ」とい 

う。） 

（ア）Ｂ－ＬＰＳ関係 

ａ Ａは、２００４年（平成１６年）５月２７日付けで、ＬＰであるＦ（以下「Ｆ社」

という。）とともに、ＧＰであるＧ（以下「Ｇ社」という。）との間で、「Agreement o

f Limited Partnership of Ｂ LP」（乙１１。以下「本件Ｂ－ＬＰＳ契約」という。）

を締結してＢ－ＬＰＳを組成し、同ＬＰＳのＬＰとなった。 

ｂ 原告は、Ｆ社から同社の保有するＢ－ＬＰＳにおける持分権の全部を譲り受けた上、

２００６年（平成１８年）９月２９日付けで、Ｂ－ＬＰＳのＬＰであるＡとＧＰであ

るＧ社との間で、「First Amendment to Agreement of Limited Partnership of Ｂ L

P」（乙１２。以下「修正Ｂ－ＬＰＳ契約」という。）を締結した。 

（イ）Ｃ－ＬＰＳ関係 

ａ Ａは、２００３年（平成１５年）９月９日付けで、Ｃ－ＬＰＳ並びにＣ－ＬＰＳの

ＧＰであるＨ LLC（以下「Ｈ－ＬＬＣ」という。）及びＣ－ＬＰＳのＬＰであるＩ LL

C（以下「Ｉ－ＬＬＣ」という。）との間で、「Partnership Interest Acquisition Ag

reement (Ｃ)」（パートナーシップ持分権取得契約。乙１３）を締結し、Ｉ－ＬＬＣ

が保有するＣ－ＬＰＳの持分権９９パーセントのうち７０パーセントを取得した。 

ｂ 原告は、Ｉ－ＬＬＣから同社の保有するＣ－ＬＰＳにおける持分権の一部（持分権

割合２５パーセント）を譲り受け、２００６年（平成１８年）１月３１日付けで、Ｃ

－ＬＰＳのＧＰであるＨ－ＬＬＣ、ＬＰであるＡ及びＩ－ＬＬＣとの間で、「Second 

Restated and Amended Agreement of Limited Partnership of Ｃ Limited Partners
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hip」（乙１４。以下「本件Ｃ－ＬＰＳ契約」という。）を締結した。 

（ウ）Ｄ－ＬＰＳ関係 

ａ Ａは、２００６年（平成１８年）８月３１日付けで、Ｄ－ＬＰＳ並びにＤ－ＬＰＳ

のＧＰであるＪ・LLC（以下「Ｊ－ＬＬＣ」という。）及びＤ－ＬＰＳのＬＰである

Ｋ・LLC（以下「Ｋ－ＬＬＣ」という。）との間で、「Partnership Interest Acquisit

ion Agreement (Ｄ-●●)」（パートナーシップ持分権取得契約。乙１５）を締結し、

Ｄ－ＬＰＳのＬＰであるＫ－ＬＬＣの保有する持分権９９．９パーセントのうち７９．

９２パーセント（乙１６（５頁））を取得した。 

ｂ 原告は、Ｄ－ＬＰＳのＬＰであるＫ－ＬＬＣから同社の保有するＤ－ＬＰＳにおけ

る持分権（１９．９８パーセント）の全部を譲り受け、２００６年（平成１８年）９

月９日付けで、Ｄ－ＬＰＳのＧＰであるＪ－ＬＬＣ及びＤ－ＬＰＳのＬＰであるＡと

の間で、「Restated and Amended Agreement of Limited Partnership of Ｄ Limited

 Partnership」（乙１６。以下「本件Ｄ－ＬＰＳ契約」という。）を締結した。 

（エ）Ｅ－ＬＰＳ関係 

ａ Ａは、１９９９年（平成１１年）１月１３日付けで、「Third Amended and Restate

d Agreement of Limited Partnership of Ｅ Limited Partnership」（甲４３。以下

「本件Ｅ－ＬＰＳ契約」といい、本件Ｂ－ＬＰＳ契約、修正Ｂ－ＬＰＳ契約、本件Ｃ

－ＬＰＳ契約、本件Ｄ－ＬＰＳ契約と併せて「本件各ＬＰＳ契約」という。）を締結

し、Ｅ－ＬＰＳにおけるＬＰの持分権４９パーセントを取得した（乙１７（Ａ項））。 

ｂ 原告は、２００６年（平成１８年）３月３１日付けで、Ｅ－ＬＰＳのＬＰであるＡ

との間で「Partnership Interest Acquisition Agreement」（パートナーシップ持分

権取得契約。乙１７。以下「Ｅ持分権取得契約」という。）を締結し、Ａの保有する

Ｅ－ＬＰＳにおける持分権（４９パーセント）の全部を取得した（乙１７（１条））。 

イ 本件各ＬＰＳは、それぞれ米国ワシントン州に所在する各建物の所有及び運営等（ただ

し、Ｂ－ＬＰＳ契約にあっては、米国ワシントン州に所在する建物の共有持分の全て又は

重要な部分の直接的又は間接的な所有、運営及び保有）をその営む事業（以下「本件各不

動産事業」という。）の主要目的及び一般的特徴としており、上記各建物は店舗、事務所、

住宅又は倉庫として賃貸に供する用途に用いられている（以下、Ｂ－ＬＰＳに係る賃貸物

件を「本件Ｂ－ＬＰＳ物件」、Ｃ－ＬＰＳに係る賃貸物件を「本件Ｃ－ＬＰＳ物件」、Ｄ－

ＬＰＳに係る賃貸物件を「本件Ｄ－ＬＰＳ物件」、Ｅ－ＬＰＳに係る賃貸物件を「本件Ｅ

－ＬＰＳ物件」といい、これらを併せて「本件各物件」という。本件Ｂ－ＬＰＳ契約（乙

１１）、本件Ｃ－ＬＰＳ契約（乙１４）、本件Ｄ－ＬＰＳ契約（乙１６）各５条前段、本件

Ｅ－ＬＰＳ契約（甲４３）４条、甲４１、乙１８の１ないし５）。 

ウ 本件各ＬＰＳ契約は、いずれも米国ワシントン州の法令（以下「ワシントン州法」とい

う。）に準拠して締結されたものである（本件Ｂ－ＬＰＳ契約（乙１１）20.2条、本件Ｃ

－ＬＰＳ契約（乙１４）20.2条、本件Ｄ－ＬＰＳ契約（乙１６）20.2条、本件Ｅ－ＬＰＳ

契約（甲４３）17.2条）。 

（４）本件各処分等の経緯 

ア 保土ケ谷税務署長は、原告に対し、平成２３年３月１０日付けで、原告の平成１９年分

ないし平成２１年分（以下「本件各年分」という。）に係る所得税の各更正処分及び過少
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申告加算税の各賦課決定処分をした。 

 これらの更正等の処分は、本件各ＬＰＳは所得税法２条１項７号に定める外国法人に該

当し、その事業により生じた所得は原告の不動産所得に該当せず、その事業により生じた

損益を原告の不動産所得の金額の計算上収入金額又は必要経費に算入することができない

ことを理由としてされたものである。 

イ 原告は、平成２３年５月６日、保土ケ谷税務署長に対し、上記各処分について異議申立

てをしたが、上記税務署長は、同年７月６日、平成２１年分の過少申告加算税の賦課決定

処分の一部を取り消し、その余の異議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定をした。 

ウ 原告は、平成２３年８月５日、国税不服審判所長に対し、上記各処分について審査請求

をしたところ、同審判所長は、平成２４年７月３１日、上記各更正処分及び上記各賦課決

定処分の一部を取り消し、その余の審査請求をいずれも棄却する旨の審査裁決をした（以

下、上記審査裁決により一部取り消された後の本件各年分に係る更正処分をそれぞれ「平

成１９年分更正処分」、「平成２０年分更正処分」及び「平成２１年分更正処分」といい、

これらを併せて「本件各更正処分」といい、上記イの異議決定及び上記審査裁決により一

部取り消された後の本件各年分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分を併せて「本件各

賦課決定処分」といい、本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」と

いう。）。 

エ 本件各処分に至る具体的な経緯は別表１－１ないし１－３記載のとおりである。 

（５）本件訴えの提起 

 原告は、平成２５年１月２４日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

３ 税額等に関する当事者の主張 

 被告が本件訴訟において主張する本件各処分の根拠及び計算は、別紙３「課税の根拠及び計

算」のとおりであるところ、後記４の争点に関する部分を除き、その計算の基礎となる金額及

び計算方法について争いはない。 

４ 争点 

 本件の争点は、本件各処分の適法性であるところ、具体的な争点は以下のとおりである。 

（１）本件各ＬＰＳが所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するか否か。 

（２）本件各不動産事業により生じた損益を原告の不動産所得の金額の計算上収入金額又は必要

経費に算入することの可否 

（３）国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の有無 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

（１）争点（１）（本件各ＬＰＳが所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するか否か）

について 

（被告の主張の要旨） 

ア 平成２７年最高裁判決における外国法人該当性の判断基準 

 本件の係属中に言い渡された最高裁平成●●年（○○）第●●号同２７年７月１７日第

二小法廷判決・民集６９巻５号１２５３頁（以下「平成２７年最高裁判決」という。）は、

米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法（「Delaware Revised Unifor

m Limited Partnership Act」。以下「米国デラウェア州のＬＰＳ法」という。）に基づい

て設立されたＬＰＳについて、権利義務の帰属主体であり、所得税法２条１項７号及び法
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人税法２条４号（以下「所得税法２条１項７号等」という。）に定める外国法人に該当す

ると判断した。また、同判決は、要旨、外国法に基づいて設立された組織体が所得税法２

条１項７号等に定める外国法人に該当するか否かを判断するに当たっては、まず、①当該

組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから、当該組織体が当該外国の法

令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていな

いことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討することとなり、これにより判断でき

ない場合には、次に、②当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検

討して判断すべきものであり、具体的には、当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣

旨等から、当該組織体が自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が

当該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討することとなると判示した（以

下、上記①の基準を「判断基準１」といい、上記②の基準を「判断基準２」という。）。 

イ 平成２７年最高裁判決の判断基準による外国法人該当性 

（ア）判断基準１による外国法人該当性 

ａ 本件各ＬＰＳは、州ＬＰＳ法に準拠して設立されたものであり、州ＬＰＳ法のほか、

州ＬＰＳ法に定めがない場合には州ＰＳ法又はその後継法令の規定が適用される（州

ＬＰＳ法25.10.660）。 

ｂ そこで検討するに、本件各ＬＰＳに適用される州ＰＳ法は、パートナーシップにつ

いて、「an entity distinct from its partners」であるとする規定（以下「エンテ

ィティ規定」という。）を定めており（同法25.05.050(1)）、統一法委員会の策定に係

る１９９７年改訂後の統一ＰＳ法典を採択して制定されたものであるところ、同法典

に定められているエンティティ規定（パートナーシップはパートナーと異なる主体で

ある旨を定める規定）は、１９９２年改訂後の統一ＰＳ法典（以下「１９９２年統一

ＰＳ法典」ということがある。）によって創設されたものと同一の規定である。 

 １９９２年統一ＰＳ法典におけるエンティティ規定については、文献上（乙３５

（５１４頁））、その創設によりＬＰＳに法人格が付与されたものと説明されており、

設立根拠法令である州ＬＰＳ法により上記統一ＰＳ法典と同様のエンティティ規定を

定める州ＰＳ法が適用される本件各ＬＰＳについても、設立根拠法令において日本法

上の法人に相当する法的地位を付与されていることが疑義のない程度に明白であると

いうべきである。 

ｃ したがって、判断基準１によれば、本件各ＬＰＳは、その設立根拠法令において日

本法上の法人に相当する法的地位を付与されていることが疑義のない程度に明白であ

るというべきであるから、我が国の租税法上の法人に該当し、所得税法２条１項７号

に定める外国法人に該当する。 

（イ）判断基準２による外国法人該当性 

ａ 仮に、本件各ＬＰＳが日本法上の法人に相当する法的地位を「付与されているこ

と」が疑義のない程度に明白であるとまではいえないとしても、上記（ア）ｂで述べ

た州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法並びに改正州ＬＰＳ法の各規定によれば、パートナーシッ

プ（ＬＰＳ）は、「パートナーと異なる主体」であるとされている以上、少なくとも、

本件各ＬＰＳが設立根拠法令において日本法上の法人に相当する法的地位を「付与さ

れていないこと」が疑義のない程度に明白であるとは到底いえない。 
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 したがって、この場合には、判断基準１によっては所得税法２条１項７号に定める

外国法人に該当するか否かを判断することができないため、外国法に基づいて設立さ

れた組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かという判断基準２により

判断すべきである。 

ｂ 平成２７年最高裁判決は、判断基準２の検討において、設立根拠法令である米国デ

ラウェア州のＬＰＳ法等の内容に照らし、米国デラウェア州のＬＰＳ法等に基づくＬ

ＰＳが、自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が当該ＬＰＳ

に帰属しているということができるから、権利義務の帰属主体であると認められ、当

該ＬＰＳは、所得税法２条１項７号等に定める外国法人に該当すると判断した。 

 そして、以下に述べるとおり、判断基準２の検討において、本件各ＬＰＳの設立根

拠法令である州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定の内容や趣旨等からすれば、米国ワシ

ントン州の上記各法令（以下「米国ワシントン州のＬＰＳ法」ということがある。）

に基づく本件各ＬＰＳも、自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律

効果が本件各ＬＰＳに帰属すると認められるというべきである。 

ｃ まず、州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定によれば、以下のとおり、本件各ＬＰＳが

自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が本件各ＬＰＳに帰属

すると認められる。 

（ａ）州ＬＰＳ法は、「ＬＰＳは、ＬＰのいないパートナーシップ（注・ＧＰＳ）が行

うことができるあらゆる事業を行うことができる」（同法25.10.060）と規定してい

る。この点につき、州ＰＳ法は、ＧＰＳが行うことができる事業について特に制限

を設けてはいない（同法25.05.005(1)）。 

 また、州ＬＰＳ法は、「パートナーは、ＬＰＳに対して金員を貸し付けることが

でき、ＬＰＳと他の取引を行うことができる。この場合において、他の適用される

法令に従い、パートナーではない者（person）が有するのと同様の権利及び義務を

有する」（同法25.10.070）と規定している。このように、パートナーは、ＬＰＳと

の間で、ＬＰＳを当事者として融資等の取引を行うことができるのであり、このよ

うな取引を行う場合、パートナーはＬＰＳに対し第三者との間の取引と同様の権利

を有し義務を負うことからすれば、ＬＰＳは、パートナーとは異なる独立した主体

として、パートナーに対し権利を有し義務を負うことが明らかである。 

 以上のとおり、州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の上記各規定からすれば、州ＬＰＳ法に

基づいて設立されたＬＰＳについては、パートナーシップが行うことができるあら

ゆる事業をすることができるとともに、パートナーとは異なる主体として、パート

ナーとの間で取引を行うことができるものと認められる。すなわち、州ＬＰＳ法及

び州ＰＳ法の各規定は、ＬＰＳにその名義で法律行為をする権利又は権限を付与す

るとともに、ＬＰＳ名義でされた法律行為の効果がＬＰＳ自身に帰属することを前

提とするものと解される。そうすると、本件各ＬＰＳに係る設立根拠法令である州

ＬＰＳ法及び州ＰＳ法において、本件各ＬＰＳが自ら法律行為の当事者となること

ができ、かつ、本件各ＬＰＳが当事者としてした法律行為の効果が本件各ＬＰＳ自

身に帰属すると認められる。 

（ｂ）また、州ＰＳ法は、「パートナーシップにより取得された財産は、当該パートナ
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ーシップの財産であって、パートナー個人の財産ではない」（同法25.05.060）、「パ

ートナーは、パートナーシップの財産の共同所有者ではなく、任意であるか強制で

あるかを問わず、いかなる移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有

しない」（同法25.05.200）と規定する。 

 この点につき、州ＬＰＳ法も、「パートナーは、現金以外の形式で、ＬＰＳから

いかなる分配も要求し受領する権利を有しない」（同法25.10.350）と規定して、パ

ートナーがパートナーシップの財産による現物の分配を要求する権利を有しないこ

とを定めているほか、「パートナーシップの持分は、人的財産権である」（同法25.1

0.390）と規定している。 

 これらの各規定は、上記（ａ）において述べたとおり、州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法

が、ＬＰＳにＬＰＳ名義で法律行為をする権利又は権限を付与するとともに、ＬＰ

Ｓ名義でされた法律行為の効果がＬＰＳ自身に帰属することを前提としていること

とも整合するところである。 

（ｃ）さらに、州ＬＰＳ法は、ＬＰＳにおけるＧＰの一般的な権限と義務について、

「ＬＰＳのＧＰは、ＬＰを有しないパートナーシップ（注・ＧＰＳ）におけるパー

トナーの権利及び権限を有し、かつ、これらの制限に服する」（同法25.10.240

(1)）と規定しているところ、ここにいう「ＬＰを有しないパートナーシップにお

けるパートナーの権利及び権限」ないし「制限」の内容については、州ＰＳ法にお

いて、「全ての各パートナー（注・ＧＰ）は、権利を主張する者により別段の同意

がされ、又は法令に別段の定めのない限り、連帯して全てのパートナーシップの義

務に対し責任を負う」（州ＰＳ法25.05.125(1)）と規定されている。すなわち、州

ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の上記各規定によれば、ＬＰＳにおいては、まずＬＰＳ自身

が負う義務が存在しており、そのＬＰＳ自身が負う義務について、ＧＰが連帯して

義務を負うものとされている。 

 このように、州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定は、ＬＰＳ自身が義務を負う主体

であることを明確に規定しており、ＬＰＳが当事者として行う法律行為の効果がＬ

ＰＳに帰属することを前提としている。 

ｄ また、本件各年分についてはその適用はないものの、改正州ＬＰＳ法の各規定によ

っても、以下のとおり、本件各ＬＰＳが自ら法律行為の当事者となることができ、か

つ、その法律効果が本件各ＬＰＳに帰属すると認められる。 

 改正州ＬＰＳ法については、その制定の最も重要な目的は、ＬＰＳに関する法律の

効率性、明確性及び一貫性を促進することであったと説明されており、改正州ＬＰＳ

法によりＬＰＳの性格や位置付けが変わったわけではなく、ＬＰＳの性格や位置付け

について、改正前の州ＬＰＳ法と州ＰＳ法の内容を踏襲して定められたものと認めら

れることからすると、改正前の州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の規定の内容や趣旨等を理解

する上で参考となるものである。 

 まず、改正州ＬＰＳ法は、前記（ア）ｂと同様に、「ＬＰＳは、そのパートナーと

は異なる主体（entity）である」（同法25.10.021(1)）と規定した上で、「ＬＰＳは、

自身が活動する上で必要な又は便宜的なあらゆることを行う権限を有する」（改正州

ＬＰＳ法25.10.031）と規定している。上記各規定によれば、改正州ＬＰＳ法は、Ｌ
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ＰＳがパートナーとは異なる主体として、すなわちＬＰＳが自ら当事者として法律行

為をする権利又は権限を付与しているといえる。 

 また、改正州ＬＰＳ法は、「ＬＰＳの義務は、それが契約上生じたもの、不法行為

により生じたもの又はそれ以外のものであっても、ＬＰの義務ではない」（同法25.10.

321）と規定しており、ＬＰＳの債務（義務）はＬＰＳ自身に帰属し、ＬＰがＬＰＳ

の債務（義務）を負うことはないとされている。他方、改正州ＬＰＳ法は、「各ＧＰ

は、ＬＰＳの活動における当該ＬＰＳの代理人である」（同法25.10.381(1)）と規定

しており、「全てのＧＰは、権利を主張する者による別途の同意又は法令の規定がな

ければ、ＬＰＳの全ての義務に対し連帯して責任を負う」（同法25.10.401(1)）と規

定していることから、ＬＰＳは自ら義務を負い、ＧＰは、そのＬＰＳが負う義務につ

き連帯して義務を負うものとされている。 

 さらに、改正州ＬＰＳ法は、「パートナーは、現金以外の形で、ＬＰＳからの分配

を要求し又は受領する権利を有しない」（同法25.10.486）と規定し、「パートナーが

譲渡することができる唯一の持分は、当該パートナーが有する譲渡可能持分である。

譲渡可能持分は人的財産権である」（同法25.10.546）と規定している。上記各規定は、

パートナーの譲渡可能な唯一の持分は人的財産権であって、パートナーがＬＰＳの財

産について具体的な権利を有しないことを前提としており、ＬＰＳ名義でされた法律

行為の効果がＬＰＳ自身に帰属することとも整合するところ、このような規定内容は

改正前の州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の内容と同様である。 

 このように、改正州ＬＰＳ法の上記各規定からすれば、ＬＰＳは、パートナーとは

異なる主体として、ＬＰＳ自身が活動をする上で必要な又は便宜的なあらゆることを

行う権限を有し義務を負うものであり、ＬＰＳ名義でされた法律行為の効果がＬＰＳ

自身に帰属することが前提とされていることは明らかである。上記のとおり、改正州

ＬＰＳ法は従来の州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の内容を踏襲したものというべきであるか

ら、前記ｃにおいて述べた州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定についても、改正州ＬＰ

Ｓ法の上記各規定と同様の内容及び趣旨を定めるものと解すべきである。 

ｅ 次に、本件各ＬＰＳのパートナーシップ契約の内容をみると、Ｃ－ＬＰＳ、Ｄ－Ｌ

ＰＳ及びＥ－ＬＰＳは、各物件の所有、運営、管理ないし売却を目的とし（本件Ｃ－

ＬＰＳ契約５条（乙１４）、本件Ｄ－ＬＰＳ契約５条（乙１６）、本件Ｅ－ＬＰＳ契約

４条（甲４３））、Ｂ－ＬＰＳは、本件Ｂ－ＬＰＳ物件の持分の全て又は重要な部分の

直接的又は間接的な所有、運営及び保有を目的としており（本件Ｂ－ＬＰＳ契約５条、

乙１１）、本件各ＬＰＳが各物件又はその持分の所有、運営、管理ないし売却という

行為を行う権限を有することを前提としている。このような契約の内容は、前記ｃ

（ａ）の「ＬＰＳは、ＬＰのいないパートナーシップが行うことができるあらゆる事

業を行うことができる」（州ＬＰＳ法25.10.060）との州ＬＰＳ法の規律に沿うもので

ある。 

 また、本件各ＬＰＳに係るパートナーシップ契約においては、「財産に対する権利

がないこと」という項目が規定され、清算その他の場合に、各ＬＰは、現金以外の形

式での分配を本件各ＬＰＳに対して要求し又は本件各ＬＰＳから受領する権利を有し

ないものとすると定められている（本件Ｂ－ＬＰＳ契約13.4条（乙１１）、本件Ｃ－
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ＬＰＳ契約13.4条（乙１４）、本件Ｄ－ＬＰＳ契約13.4条（乙１６）、本件Ｅ－ＬＰＳ

契約12.4条（甲４３））。このような本件各ＬＰＳに係るパートナーシップ契約の内容

は、州ＬＰＳ法が「パートナーは、現金以外の形式で、ＬＰＳからいかなる分配も要

求し受領する権利を有しない。」（州ＬＰＳ法25.10.350）と規定しているところに沿

うものであり、また、上記のような本件各ＬＰＳに係るパートナーシップ契約の内容

は、州ＬＰＳ法が「パートナーシップの持分は、人的財産権である」（州ＬＰＳ法25.

10.390）と規定し、州ＰＳ法が、「パートナーシップにより取得された財産は、当該

パートナーシップの財産であって、パートナー個人の財産ではない。」（州ＰＳ法25.0

5.060）、「パートナーは、パートナーシップの財産の共同所有者ではなく、任意であ

るか強制であるかを問わず、いかなる移転可能なパートナーシップの財産における持

分も保有しない」（州ＰＳ法25.05.200）と規定しているところともそごするものでは

ない。 

ｆ 以上のとおり、本件各ＬＰＳにつき、州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の各規定並びに本件

各ＬＰＳに係るパートナーシップ契約の内容等に鑑みると、本件各ＬＰＳは、自ら法

律行為の当事者となることができ、かつ、その法律効果が本件各ＬＰＳに帰属するも

のということができるから、権利義務の帰属主体であるというべきである。そうする

と、本件各ＬＰＳは、権利義務の帰属主体であると認められるのであるから、判断基

準２によれば、我が国の租税法上の法人に該当し、所得税法２条１項７号に定める外

国法人に該当するものというべきである。 

（ウ）以上のとおり、平成２７年最高裁判決を踏まえると、本件各ＬＰＳは、判断基準１及

び判断基準２のいずれによっても、我が国の租税法上の法人に該当し、所得税法２条１

項７号に定める外国法人に該当するものである。 

ウ 平成２７年最高裁判決が言い渡される前の被告の主張の要旨 

（ア）我が国の租税法上の法人該当性に関する判断枠組み 

 外国の事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かは、当該事業体の準拠法の

規定及びその解釈（なお、当該準拠法において構成員間の契約による修正を認めている

範囲内では設立規約（契約）の内容も併せ考慮する。）を基礎として、その設立、組織、

財産の管理や帰属状況等を考慮し、当該事業体が構成員から独立した権利義務の帰属主

体として設立が認められているか否かを個別具体的に判断するのが相当である。その際

には、当該事業体がその名において契約を締結し、その名において権利を取得し義務を

負うなど、独立した権利義務の主体となり得るものか否かを根幹となる判断要素とした

上で、事業体として所有財産（不動産）を登記ないし登録できるか否か、有限責任を負

うにすぎない構成員がいるか否かなど、その構成員の個人財産とは区別された独自の財

産を有するか否か、その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否か、

事業体の成立に登記、登録等の外部的手続を要するとされているか否かなどの事情も総

合して、当該事業体が我が国の法人であれば通常有すべき実質を付与されているか否か

の観点から判断する必要があるというべきである。 

（イ）本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当すること 

 本件各ＬＰＳの準拠法である州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法の規定内容並びに本件各ＬＰＳ

に係る契約の内容等をみると、パートナーシップはパートナーとは異なる主体（entit
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y）であるとされ、パートナーシップにより取得された財産は、パートナーシップの財

産であり、パートナー個人のものではないとされており、本件各ＬＰＳは、構成員であ

る各パートナーの個人財産とは明確に区別された独自の財産を有することが認められて

いる。また、構成員の個性や変動とは関係なく本件各ＬＰＳが存続・運営されることが

前提とされており、さらに、ＬＰＳの設立には、ＬＰＳ契約の締結のみでは足りず、Ｌ

ＰＳ証明書の登録が必要とされ、ＬＰＳは、その名において訴訟を追行できるとされて

いる。これらの点を総合的にみれば、本件各ＬＰＳは、準拠法の下において、構成員か

ら独立した法的主体として存在し、独立した権利義務の帰属主体として設立が認められ

たものであるということができ、我が国の租税法上の法人に該当すると認められる。 

（原告の主張の要旨） 

ア 平成２７年最高裁判決の判断基準の適用の在り方について 

 平成２７年最高裁判決の示した外国法人該当性の判断基準のうち、判断基準１の規範そ

のものは正当であるが、「日本法上の法人に相当する法的地位」が何を指すのかが明らか

でなく、客観的かつ一義的な判定を可能とするだけの具体的な指標（メルクマール）が明

らかでないという問題がある。一方で、判断基準２は、その正当性が十分に論証されてお

らず、また、判断基準２を中心にして法人該当性を判断する場合には、判断の妥当性に疑

問が生じることになるから、判断基準１によることができない例外的な場合に依拠すべき

補充的、便宜的な判断基準と位置付けなければならないという問題がある。 

 このような問題点を踏まえれば、平成２７年最高裁判決の示した規範（判断基準）を適

用して本件各ＬＰＳの法人該当性を判断するに当たっては、判断基準１の考慮要素を具体

化した上で、個々の事業体の「設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組み」に即して具体

的な判断を行うことにより、できる限り判断基準１に依拠して外国法人該当性を判断し、

安易に判断基準２に依拠して結論を得ることがないようにしなければならない。 

イ 判断基準１の適用の帰結について 

 米国デラウェア州のＬＰＳに関する平成２７年最高裁判決の枠組みに従って判断基準１

を具体的に適用した場合に、本件各ＬＰＳに「日本法上の法人に相当する法的地位」が付

与されていないことは、以下のとおり明白であるということができる。 

（ア）エンティティ規定は日本法上の法人に相当する法的地位の有無の判断に影響するもの

ではないこと 

 米国ワシントン州のＬＰＳは、「ワシントン州の法律に基づき２名以上の者（person

s）によって設立され、１名以上のＧＰ及び１名以上のＬＰを有するパートナーシップ

（partnership）」である（州ＬＰＳ法25.10.010(7)）。州ＬＰＳ法は「partnership」の

定義を置いていないので、州ＰＳ法の規定をみると（州ＬＰＳ法25.10.660参照）、州Ｐ

Ｓ法は、「partnership」は「an entity distinct from its partners」であると規定し

ている（州ＰＳ法25.05.050）が、被告は、このエンティティ規定の「an entity disti

nct from its partners」という文言を「パートナーとは異なる主体」と訳した上で、

ＬＰＳが構成員から独立した権利義務の主体として存在していることを示していると主

張する。 

 しかし、州ＰＳ法のエンティティ規定の「an entity distinct from its partners」

という文言は、州ＰＳ法がモデルとした１９９４年改訂後の統一ＰＳ法典（州ＰＳ法と
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の関係は甲３８の１参照）の文言に由来するものであるところ、Ｌ大学の乙教授（以下

「乙教授」という。）は、上記文言は、「partnership」が元来複数の者から成るグルー

プ内の契約そのものと考えられており、このような契約当事者の１人が死亡し又は脱退

したときは、当該契約当事者を要素とする「partnership」はもはや存在し得ないと考

えられていたため、「partnership」の安定性や有用性が損なわれた状況に対応すること

を目的として、パートナーが死亡し又は脱退した後の「partnership」の存続性（survi

vability of limited partnerships）を規定するために採用されたものであると説明し

ている（乙教授意見書（甲８６）４頁、訳文５、６頁）。 

 その上で、乙教授は、１９９４年統一パートナーシップ法典に基づいて組成された

「partnership」（ＧＰＳのほかＬＰＳを含む。）が「パートナーとは異なる事業体であ

るものとする（an entity distinct from its partners）」と定められていることの意

味は、「ＧＰの１人（あるいは全員）が死亡し又は脱退しても、必ずしも解散するもの

ではないということを、より明確化するものにすぎない」（乙教授意見書（甲８６）６

頁、訳文８、９頁）と述べている。 

 上記のような存続性は、我が国の任意組合にも当然に認められるものであり（民法６

７８条ないし６８１条）、法人該当性とは無関係であるから、乙教授の上記の指摘を踏

まえれば、エンティティ規定の「an entity distinct from its partners」という文言

が、日本法上の法人に相当する法的地位の有無と無関係であることは明らかである。 

 したがって、判断基準１の適用において、「an entity distinct from its partner

s」という州ＰＳ法のエンティティ規定の文言は、本件各ＬＰＳが日本法上の法人に相

当する法的地位を付与されているかいないかの判断の決め手にならないから、設立根拠

法令の他の規定の文言や法制の仕組みを検討する必要がある。 

（イ）米国の「unincorporated entity」であるＬＰＳには「日本法上の法人に相当する法

的地位」がないこと 

 米国のパートナーシップ法制の仕組みに関する検討結果を述べた、Ｍ大学の丙教授

（以下「丙教授」という。）の意見書（甲４９）によれば、米国の「unincorporated en

tity」であるＬＰＳには「日本法上の法人に相当する法的地位」は存在しない。 

ａ ワシントン州法を含む米国法では事業体が「incorporated entity」と「unincorpo

rated entity」に二分されていること 

 米国の裁判所は、法人格のある事業体につき「incorporated entity」という概念

を使用し、そうでない事業体（unincorporated entity）と二分して区別している

（丙教授意見書（甲４９）７頁、１１頁、訳文８頁、１１頁）。 

 本件各ＬＰＳの設立準拠法であるワシントン州法においても、同様に、事業体を

「incorporated entity」と「unincorporated entity」とに二分した上で、「incorpo

rated entity」に日本法上の法人に相当する地位を付与する規定を置いている。すな

わち、ワシントン州事業法人法（「Washington Business Corporation Act」（甲２５

の１及び２）。以下「州事業法人法」という。）は、「corporation」について個人と同

じ能力（the same powers as an individual）を有すると規定した上で（23B.03.020

(2)）、その「corporation」の定義について、「「Corporation」又は「domestic corp

oration」は、この法律の規定によって法人化された（incorporated）営利のcorpora
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tionを意味し、社会的目的のcorporationを含み、外国のcorporationを含まない。」

（23B.01.400(5)）と規定しており、州事業法人法の規定によって「incorporated」

されているか否かによって、個人と同じ権利能力が付与される「corporation」であ

るか否かが決まるものとしている。そうすると、「incorporated」された事業体が

「日本法上の法人に相当する法的地位」を付与された事業体であるということになる。 

 そして、事業体が「incorporated entity」又は「unincorporated entity」のいず

れかに二分されていることからすれば、ある事業体が「incorporated entity」でな

ければ、「unincorporated entity」に該当し、「日本法上の法人に相当する法的地

位」が付与されていないことになるところ、州ＰＳ法は、ＬＰＳを含む「partnershi

p」が「incorporated entity」に該当するものとは定めていない。 

 丙教授も、米国ワシントン州の事業体につき「corporation」が「incorporated en

tity」に該当する一方、ＧＰＳやＬＰＳといった「partnership」は「unincorporate

d entity」に該当するとして、明確に両者を区別している（丙教授意見書（甲４９）

７頁、訳文８頁）。 

ｂ ワシントン州法上「unincorporated entity」であるＬＰＳには自然人と同様の一

般的な権利能力は付与されていないこと 

 丙教授が述べるように、ＬＰＳを含む「partnership」は「unincorporated entit

y」であるから、州ＰＳ法には、州事業法人法と異なり、「partnership」が個人と同

じ能力を有する（the same powers as an individual）といった規定は置かれていな

い。 

 その代わりに、「partnership」については、事業の遂行に当たって必要な能力とし

て、財産の取得（州ＰＳ法25.05.060）や訴訟能力（州ＰＳ法25.05.130）等の能力が

個々に認められている。ＬＰＳの権利能力は、自然人と同様に一般的に認められてい

るわけではなく、活動の便宜のために、事業体の一般的な性質とは別に、個別に認め

られているにすぎないのである。 

 このような設立根拠法令の規定ぶりからして、「unincorporated entity」である

「partnership」（ＬＰＳを含む。）には、「incorporated entity」である「corporati

on」とは異なり、「日本法上の法人に相当する法的地位」を付与されていないことが

明らかである。 

ｃ 米国私法上「unincorporated entity」であるＬＰＳは訴訟手続上独立した主体と

して扱われない場面があること 

 「incorporated entity」であるか「unincorporated entity」であるかが米国法上

の「日本法上の法人に相当する法的地位」の有無と関係することは、「incorporated 

entity」であるか否かによって、事業体に対する連邦裁判所の管轄の決定方法が異な

ることからしても明らかである。 

 すなわち、米国では、連邦裁判所の管轄が認められる場合として、連邦法の問題が

生ずる場合か、又は異なる州の市民が関与する場合（州籍相違管轄（diversity juri

sdiction））があるとされているところ、このうち、州籍相違管轄の有無については、

訴訟当事者の州籍（citizenship）の判定を行う必要がある。この州籍の判定につき、

「incorporated entity」である「corporation」については、事業体が設立された州
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及び主たる事業所を有する州に州籍を有するものとされるのに対し、ＬＰＳを始めと

する「unincorporated entity」については、事業体の構成員に着目して州籍を考え、

各構成員が州籍を有するあらゆる州に事業体の州籍が認められている（丙教授意見書

（甲４９）７～８頁、訳文８～９頁）。 

 「unincorporated entity」の州籍の判定を行うに当たって、事業体そのものでは

なく、事業体の各構成員の州籍に着目することは、「unincorporated entity」が構成

員から全く独立した存在ではないものとして扱われていることを示している。 

 また、事業体の訴訟当事者能力に関しても、連邦民事訴訟規則上、事業体が「inco

rporated entity」であれば、自然人と同様、設立地（自然人の住所地に相当するも

の）の準拠法に基づき訴訟当事者能力が決定されるのに対し、「partnership」その他

の「unincorporated association」については、組織体の設立準拠法ではなく、裁判

所所在地の法律によって訴訟当事者能力が定められるものとされている。このように、

「unincorporated」とされる事業体には、設立根拠法令ではなく訴訟手続法により初

めて訴訟当事者能力が付与されるという、「incorporated entity」とは異なる建付け

が採られている。 

 このような訴訟当事者能力の扱いからすると、米国の法制度の仕組みにおいて、「u

nincorporated entity」である本件各ＬＰＳが、訴訟手続上構成員から独立した主体

として自然人の場合と同様に扱われる「incorporated entity」と区別されているこ

とは明らかである。 

ｄ 以上のとおり、丙教授の意見書を踏まえれば、本件各ＬＰＳの設立根拠法令上、「p

artnership」である本件各ＬＰＳに「日本法上の法人に相当する法的地位」が付与さ

れているか否かは、個人と同じ権利能力を有し、事業体単位で州籍が決定される「in

corporated entity」であるか、又は法の規定によって個別的に権利能力を付与され

るにすぎず、州籍も構成員に着目して決定される「unincorporated entity」である

かによって判断することが可能であり、これらのうち「unincorporated entity」で

ある本件各ＬＰＳに「日本法上の法人に相当する法的地位」を付与されていないこと

は明白である。 

（ウ）租税条約においてもＬＰＳを含む「partnership」に「日本法上の法人に相当する法

的地位」を付与されているとは解されないこと 

ａ 米国におけるＬＰＳの法的地位を検討する上で租税条約の文言が参照されるべきこ

と 

 米国のＬＰＳが「日本法上の法人に相当する法的地位」を付与されているか否かを

判断するに当たっては、平成２７年最高裁判決自体、判断基準１を導くに当たり、

「国際的な法制の調和の要請等を踏まえる」としているのであるから、日米双方の組

織体の法的地位に着目した上でその課税取扱いを定めた「所得に対する租税に関する

二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条

約」（平成１６年条約第２号。以下「日米租税条約」という。）の規定内容を検討する

ことは必須というべきであり、日米租税条約上の取扱いも、判断基準１のいう「法制

の仕組み」として検討される必要がある。 

 また、我が国の法制度と比較して、外国事業体を当該外国がどのように捉えている
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かを把握する意味では、外国事業体に係る条約、例えば日米租税条約上の外国事業体

の取扱いを考慮することが有用である。 

 日米租税条約は、日本と米国の両政府の間で、所得に対する租税に関し、二重課税

を回避し、脱税を防止することを目的として、「両国において課税上の取扱いが異な

る事業体に関する条約の適用関係を具体的に明らかにする」ために締結されたもので

ある（甲２１（１頁））。日米租税条約が、我が国においては、所得税及び法人税に適

用されるものであって、我が国の租税法体系の一環を成す法規範であることに照らせ

ば、原則として、日米租税条約で用いられた事業体の分類に係る法概念は、所得税法

及び法人税法上の概念と同義であると解すべきである。 

 しかも、租税条約は、各締結国の租税法規やその前提となる私法上の法制度が各締

結国間で異なることを考慮しつつ、各締結国の課税権を調整して国際的二重課税を回

避等するためのものであって、各締結国の公用語によりそれぞれ正文が作成されるも

のであるから、租税条約の正文で同一概念を示すものとして用いられた各締結国の公

用語による概念は、その法的地位を踏まえた上で、各締結国間で対応関係があるよう

に規定されているものと解される。 

ｂ 本件各ＬＰＳを含む「partnership」は日米租税条約上「組合」と位置付けられて

おり「法人」とされていないこと 

 「partnership」である本件各ＬＰＳの法的地位を検討するに当たっては、「partne

rship」が日米租税条約の日本語の正文ではどのような事業体に対応するものとされ

ているのか、また、日本の「法人」ないし「法人格を有する団体」が日米租税条約の

英語の正文ではどのような事業体に対応させられているのかを参照する必要がある。 

 そこで、日米租税条約（日米租税条約の議定書を含む。）の各正文を対比すると、

日米租税条約３条１項（ｅ）で「company」には「法人」という用語が、同（ｆ）で

「body corporate」には「法人格を有する団体」という用語が、日米租税条約の議定

書２項で「partnership」には「組合」という用語が、それぞれ同一概念を指すもの

として規定されている。 

 我が国では「組合」は法人格を有しない団体であるが、租税条約の締結過程におい

て両国政府間で当然に概念のすり合わせがされたと考えられることからすれば、米国

政府も、米国法では「partnership」は法人格を有するものではないとの理解の下に、

「組合」という用語に「partnership」という用語を対応させたものと考えられる。 

 米国政府が「partnership」は法人格を有しないものと考えていたからこそ、日本

語の「組合」という用語に「partnership」という用語を対応させたのだとすれば、

米国の法制において、「partnership」は法人格を有しない事業体であると取り扱われ

ており、米国において、本件各ＬＰＳを含む「partnership」に「日本法上の法人に

相当する法的地位」が付与されていないことは明白である。 

 なお、日米租税条約において上記のように規定されているほか、我が国においても、

「corporation」が「法人」、「partnership」が「組合」にそれぞれ対応するものとし

て説明されてきていることから、米国の「partnership」は、我が国でも、「日本法上

の法人に相当する法的地位」を有しないものとして理解されてきたものである。 

（エ）以上を踏まえ、本件において、判断基準１を適用し、州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法に加え、
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州事業法人法、米国の訴訟手続上の取扱い、日米租税条約等の規定の文言や法制の仕組

みを具体的に検討すれば、①米国ワシントン州及び米国の各法制では、法人格の有無に

応じて、事業体を「incorporated entity」と「unincorporated entity」に二分し、前

者を法人に相当するものとして位置付けているところ、本件各ＬＰＳは後者の「uninco

rporated entity」に該当するものであり、②日米租税条約では、「partnership」に我

が国の非法人である「組合」という用語が当てられており、米国においてＬＰＳを含む

「partnership」が日本の非法人に相当するものとして位置付けられていることがうか

がわれることから、本件各ＬＰＳの準拠法であるワシントン州法及び米国私法によれば、

本件各ＬＰＳが、その設立根拠法令において「日本法上の法人に相当する法的地位…を

付与されていないことが疑義のない程度に明白」であり、判断基準２を検討するまでも

なく、本件各ＬＰＳは「外国法人」に該当しないものというべきである。 

 したがって、平成２７年最高裁判決の判断基準を前提にしても、本件各ＬＰＳは、我

が国の租税法上の「法人」に該当しない。 

ウ 平成２７年最高裁判決が言い渡される前の原告の主張の要旨 

（ア）我が国の租税法上の法人は、準拠法上法人格を付与され、かつ、事業損益の帰属すべ

き主体とされる事業体であると解すべきこと 

ａ 法人格形式基準 

 我が国の民法、国際私法及び租税法の解釈として、外国の法令に準拠して設立され

た事業体の法人該当性は、我が国の私法上及び租税法上の内国法人と同じく、原則と

して、当該外国の法令の規定内容から、その準拠法である当該外国の法令によって法

人とする（法人格を付与する）旨を規定されていると認められるか否か（法人格形式

基準）により判断されるべきであり、この理解は、平成１２年の総理府（当時）の税

制調査会の答申や下級審裁判例において支持されてきたものである。 

ｂ 損益帰属基準 

 我が国の租税法上「法人」として扱われることが予定されない、損益の帰属すべき

主体でない事業体を我が国の租税法上の「法人」概念から除外するため、法人格形式

基準による判断を検証するものとして、当該事業体が明らかに損益の帰属すべき主体

（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立が認め

られたものといえるか否か（損益帰属基準）による判断も行い、この基準によっても

損益の帰属が肯定される場合に限り、我が国の租税法上の法人に該当すると解すべき

である。 

（イ）本件各ＬＰＳは我が国の租税法上の法人に該当しないこと 

ａ 日米両国の法概念を対照した日米租税条約において、「法人」は「company」とされ、

ＬＰＳがそうであるところの「partnership」は我が国において「法人以外の団体（a

ny other body of person）」である「組合」に相当するものとされている。この理解

は、ＬＰＳの設立準拠法である米国法（連邦法及びワシントン州法）の取扱いや、コ

モン・ローとシビル・ローとの間の法体系の相違を踏まえた学術的考察の結果とも整

合するものであり、我が国の「法人」に相当する準拠法上の概念を特定するものとし

て極めて合理的である。そして、我が国においても、日米租税条約に現れているよう

な「法人」概念の対応関係が一般的に支持、受容されており、ＬＰＳについては我が
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国の「法人」に該当しないものと理解されていることが明らかである。 

 また、州ＬＰＳ法は、損益がＬＰＳではなく構成員に直接帰属することを想定して

おり、本件各ＬＰＳ契約上も損益が構成員に直接帰属するものとされているから、本

件各ＬＰＳは損益の帰属すべき主体ではない。 

 このように、本件各ＬＰＳは我が国の「組合」に相当する概念である「partnershi

p」であって、本件各ＬＰＳを我が国の「法人」に相当する概念と定めている規定は

見当たらない上、租税法上「法人」とみるための前提である損益帰属の実態も欠いて

いるから、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上「法人」に該当しないことは明らかであ

る。 

ｂ また、仮に被告の主張に係る基準によるとしても、準拠法上ＬＰＳが「法人格のな

い団体」に分類されている事実を無視すべきではなく、本件各ＬＰＳは実質的にみて

も我が国の「組合」に相当するものであって、我が国の「法人」には認められない性

質を多数備えているから、本件各ＬＰＳが「法人」に該当し得ないとの結論は変わら

ない。 

（２）争点（２）（本件各不動産事業により生じた損益を原告の不動産所得の金額の計算上収入

金額又は必要経費に算入することの可否）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 本件各ＬＰＳは、我が国の租税法上の「法人」に該当するものであるから、本件各ＬＰ

Ｓが行う不動産に係る事業により生ずる損益は、その事業を行った本件各ＬＰＳに帰属す

る。 

 したがって、本件各ＬＰＳが行った本件各不動産事業に基因して原告に損益が分配され

ているとしても、これらが不動産所得としての性質を有したまま原告に帰属することはな

く、当該損益は、原告の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に該当せ

ず、これらに算入することはできない。また、本件各物件に係る減価償却費についても、

不動産所得の金額の計算における必要経費に算入する余地はない。 

イ 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの点をおくとしても、本

件各物件は、原告の「有する」減価償却資産（所得税法４９条１項）に当たらないから、

所得税法の減価償却資産に関する各規定からも、原告が本件各物件に係る減価償却費を必

要経費に算入することは認められない。 

 すなわち、減価償却資産を「有する」とは、一般的には、当該減価償却資産につき、私

法上、所有権を有することを意味すると解すべきであるところ、州ＰＳ法が、パートナー

シップにより取得された財産はパートナーシップの財産でありパートナーはパートナーシ

ップ財産の共同所有者とならない旨を定めていること及び本件各ＬＰＳに係る契約内容そ

の他の各事実によれば、本件各物件を本件各年分の各１２月３１日において「所有」して

いたのは、原告ではなく、本件Ｂ－ＬＰＳ物件についてはＮビル事業者（Ｎ Building En

tity）外３名の事業者（以下「本件Ｂ－ＬＰＳ物件名義人」という。）、本件Ｃ－ＬＰＳ物

件についてはＣ－ＬＰＳ、本件Ｄ－ＬＰＳ物件についてはＤ－ＬＰＳ、本件Ｅ－ＬＰＳ物

件についてはＥ－ＬＰＳであり、本件各物件は、原告の「有する」減価償却資産に当たら

ない。 

 原告は、本件各物件を実質的に所有していた旨主張するが、原告は、本件各物件につき
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共有持分としての財産的権利を何ら有しないものである上、原告が主体的に不動産投資事

業を行っていたとは証拠上認められないことなどから、原告の上記主張は理由がない。 

ウ 仮に本件各ＬＰＳが営む不動産に係る事業により生ずる損益が原告に直接帰属すると認

められる場合であっても、本件各ＬＰＳのＬＰである原告が割当てを受けた計算上の損失

がその出資の額を超えている場合において、原告が当該損失の額のうち必要経費に算入で

きる金額は、出資の額を限度とする額にとどまる。すなわち、不動産所得に係る必要経費

は、個人の純資産を減少させ、その担税力を減殺させるものであることを前提とするもの

であり、当該個人が実際に負担することのない費用は所得税法３７条１項の必要経費に該

当しないところ、ある事業体が、有限責任の構成員に持分割合等に応じた損失を割り当て

たとしても、有限責任の構成員においては、出資の額を超えて債務（負債）を負うことは

ないことからすると、その割り当てられた損失のうち、当該構成員の投下資本（出資の

額）を超える部分については、当該構成員の所得金額の計算上、収入金額から控除される

必要経費に該当せず、課税上考慮する必要はない。 

（原告の主張の要旨） 

ア 前述のとおり、本件各ＬＰＳは我が国の租税法上の法人に該当せず、その稼得した損益

は構成員に対し課税されるべきものである。 

 そして、本件各ＬＰＳは、いずれも不動産の所有、運営、管理、保有、売却等をその目

的とし、その保有する米国不動産を賃貸するなどして収益を稼得している。したがって、

本件各ＬＰＳが稼得し、原告を含む構成員に配賦された損益が、不動産所得に分類される

べきことは明らかである。 

 そして、原告及びＡは、専ら米国の不動産に係る事業を営むために、本件各ＬＰＳを含

む米国のＬＰＳの持分を取得し、本件各ＬＰＳを含む米国のＬＰＳを通じて、本件各物件

を含む米国の不動産の割合的所有権を取得して米国の不動産に係る事業を行い、その成果

として本件各ＬＰＳから損益の配賦を受けてきたのであるから、当該損益が原告の不動産

所得となることは明らかである。 

イ 被告は、原告が本件各物件を「有する」（所得税法４９条１項）ものではないと主張す

るが、納税者が形式的には減価償却資産の所有名義人ではなかったとしても、そのことは

直ちに減価償却資産該当性を否定することを意味しない。 

 すなわち、本件各物件のワシントン州法上の所有名義人が本件各ＬＰＳ（ただし、本件

Ｂ－ＬＰＳ物件については、本件Ｂ－ＬＰＳ物件名義人。以下本項において同じ。）であ

るとしても、本件各ＬＰＳは、いずれも損益が帰属すべき主体ではなく、その損益は、本

件各ＬＰＳの持分割合に応じて構成員である原告に直接帰属するもので、原告は、本件各

ＬＰＳの構成員として、本件各ＬＰＳを通じ、自ら主体的に自己の事業として米国の不動

産に係る事業を行っていることからすれば、原告は、我が国の任意組合の組合財産として

不動産を所有し、その組合員として不動産に係る事業を行っていたのと同様に、米国にお

いて、本件各ＬＰＳを通じて本件各物件を実質的に所有しているものといえる。 

 また、減価償却資産該当性は、納税者が自らの事業の用に供している当該減価償却資産

に対して資本を投下したか否かによって決まることになるところ、本件のようにこのよう

な資本の投下が認められる場合は、当該減価償却資産を「有する」場合に該当し、減価償

却費の計上も許されるべきであるから、被告の主張は根拠がない。 
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ウ 被告は、有限責任を理由として、出資の額を超える損失の額の必要経費への算入が制限

されると主張するが、本来は「別段の定め」なくして採り得ない制限を法令上の根拠なく

して当然に認めるという租税法の解釈論として成り立たない主張であって、減価償却費の

理論的な意義から判断したとしてもおよそ正当性を欠くものであるから、上記の主張が認

められる余地はない。 

（３）争点（３）（国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の有無）について 

（原告の主張の要旨） 

ア 国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」が認められるのは、真に納税者の責めに

帰することのできない客観的な事情があり、適法に申告し納税した者との間の客観的不公

平の実質的な是正や、適正な申告納税の実現を図るという過少申告加算税の趣旨に照らし

ても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であると解

される（最高裁平成●●年（○○）第●●号同１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６

０巻４号１６１１頁）。 

 また、国税庁長官が発遺した平成１２年７月３日付け「申告所得税の過少申告加算税及

び無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）」（平成１２年課所４－１６ほか。甲１

１０。以下「本件事務運営指針」という。）の記載に照らせば、十分な資料の提出がされ

た上での申告指導に従って確定申告を行った場合に、これを信ずることにつきやむを得な

いと認められる事情があったときには、「正当な理由」が認められるべきである。 

イ（ア）本件につき原告による各確定申告がされた当時において、私法や米国の法制度につ

いて一般的に参照される主要な文献や国際税務に関する論稿に、ＬＰＳは「法人」で

はないとの見解が多数現れており、財務省や平成１２年の総理府（当時）の税制調査

会（以下「税制調査会」という。）も、ＬＰＳは「法人」でないため、現行法上ＬＰ

Ｓに対し法人課税を行うことはできないと理解していたものであり（大蔵省（当時）

主税局が作成して税制調査会法人課税小委員会の討議用資料として提出した平成１２

年４月２８日付け「法人税制関係資料－法人税の現状と課題－」（甲３０。以下「本

件討議用資料」という。）、税制調査会が作成した同年７月１４日付け「わが国税制の

現状と課題－２１世紀に向けた国民の参加と選択－」答申（甲１２。以下「本件答

申」という。）等）、他方、米国のパートナーシップやその一種であるＬＰＳが「法

人」であるとの解釈が有力に主張されていたという形跡は見当たらず、米国のＬＰＳ

は「法人」に該当しないとの理解は確立していた。 

（イ）税務当局関係者が、税務実務上、外国のパートナーシップが任意組合や匿名組合の

ような法人格を有しない事業体として取り扱われていることを明らかにしているほか

（甲１８、５５）、公認会計士や弁護士等の実務家も、ＬＰＳは税務上「法人」に該

当しないものと理解していたものであり、税務実務上も、米国のＬＰＳは「法人」に

該当しないものとして取り扱われていた。 

（ウ）原告及びＡ（以下「原告ら」という。）が米国の不動産に係る事業を開始した当初

の時点では、原告らは、ＬＰＳを介することなく、米国の不動産の持分権を直接保有

していた（甲４（４頁））。 

 その後、平成６年頃から、原告らは、米国ＬＰＳを通じて米国の不動産（割合的所

有権）を取得するようになり、原告は、それ以降、原告個人又はＡの代表取締役社長
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ないし取締役会長として、本件各更正処分が課された平成２３年３月１０日に至るま

での約１７年間もの間、原告らがＬＰとなった米国のＬＰＳ（本件各ＬＰＳを含

む。）は「法人」に該当せず、ＬＰＳの損益を原告の不動産所得として計上できるこ

と（Ａについては、ＬＰＳが保有する不動産の減価償却費を損金に算入できること）

を前提として、米国の不動産に係る事業による所得を継続して申告してきたものであ

り、Ａに対して申告是認通知書（甲１０２、１０３）も発出されていた。 

 この間、保土ケ谷税務署の税務職員は、平成１８年２月頃からＡに対する税務調査

を行い、Ａが本件各ＬＰＳを介して本件各物件を保有していたことを示す資料を精査

した上で、同年４月２６日には、Ａに対し、「Ａ株式会社の申告審理における指導事

項について」と題する書面（甲１０４。以下「本件指導文書」という。）及び添付資

料（甲１０６）を交付し、Ａの平成１８年３月期の法人税の確定申告について具体的

かつ詳細な指導をしたが、その内容は、原告が米国ワシントン州のＬＰＳを介して保

有していた米国の不動産の償却費や米国の不動産に係る事業の損益を、原告自身の償

却費や損益として計上するよう指導するもので、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の

「法人」に該当しないことを前提とするものであった。そのため、上記申告指導を受

けたＡは、米国のＬＰＳは「法人」に該当しないことを前提とする従来の確定申告を

継続した。 

 そして、原告も、上記申告指導を踏まえ、米国のＬＰＳが「法人」に該当しないこ

とを前提に、平成１８年分以降も従来どおりの確定申告を継続したものであり、本件

各年分の確定申告においても従前と同様に、不動産所得の所得金額の計算上、本件各

物件の減価償却費を必要経費の額に算入して所得税の確定申告をした。 

 このように、①原告らは、平成６年頃から共同して米国の不動産に係る事業を営ん

できたこと、②保土ケ谷税務署による上記申告指導に直接対応したのは、Ａの代表者

で経営者であった原告であったこと、③米国のＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」

に該当するか否かは、法人税に特有の事柄ではなく、所得税でも同様に当てはまる事

項であって、適用法令に基づく差異は生じないこと等からすれば、Ａの代表者として

上記申告指導に直接対応してきた原告が本件各ＬＰＳを含む米国のＬＰＳは我が国の

租税法上の「法人」に該当しないものと理解して自らの所得税の確定申告をしたこと

にはやむを得ないと認められる事情がある。 

 さらにいえば、上記（ア）及び（イ）のとおりの税務当局の見解及び実務上の取扱

いに沿った上記申告指導を受けたことから、原告としては、自らの確定申告が税務当

局の見解及び実務上の取扱いに沿ったものであるとの意を更に強くしていたものであ

る。 

（エ）加えて、本件各年度に係る確定申告の時点では、米国のＬＰＳが我が国の租税法上

の「法人」に該当するとした裁判例はなく、原告が従前の確定申告の内容を変更すべ

き契機も存在しなかったもので、むしろ上記申告後に現れた複数の裁判例において米

国デラウェア州法に基づいて設立されたＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当

しない旨の判断がされていることからすれば、原告が依拠した見解が相応の根拠を有

するものであったといえる。 

ウ 以上からすれば、このような原告に過少申告加算税を賦課することは不当又は原告に酷
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に過ぎるものであって、原告が本件各ＬＰＳを「法人」でないものとして各確定申告をし

たことには「正当な理由」がある。 

（被告の主張の要旨） 

ア 国税通則法６５条４項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、前掲最高裁

平成１８年４月２０日第一小法廷判決を始めとする数多くの判例及び裁判例を踏まえると、

真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に

照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をい

うのであり、納税者側の主観的な事情、法の不知又は解釈の誤りは含まれないと解される。 

イ（ア）原告の主張に係る本件討議用資料については、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の

法人に含まれないことを明言するものではなく、また、政府の公の見解が表明された

ものでもない。そうすると、原告が、仮に当該資料の記載を見て本件各ＬＰＳが我が

国の租税法上の法人に該当しないと考えたとしても、それは、資料の記載内容を正解

せずに、米国における取扱いが我が国においても直ちに妥当すると誤解したところで

されたものにすぎず、納税者側の主観的な事情によるものというべきであるから、真

に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえない。 

（イ）また、原告は、税務実務上も米国のＬＰＳは「法人」に該当しないものとして取り

扱われていたとする理由として、税務当局関係者が法人格を有しない事業体として取

り扱われていることを明らかにしているほか、税務実務家も「法人」に該当しないも

のと理解していたと主張する。しかし、税務当局関係者や税務実務家の文献の中には、

米国の州法に基づくＬＰＳが「法人」ではない旨の記述がされているものがあるが、

これらが税務当局の公式見解でないことは明らかであり、それだけで、租税実務上、

米国ワシントン州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人と同等の事業体ではないとの理

解が広く共有されていたとまでは認められない。そうすると、原告の上記主張は、結

局、原告の見解に沿う部分にのみ着目し、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に

該当しないと考えたにすぎず、主観的な事情によるものというべきであるから、真に

納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえない。 

（ウ）さらに、原告は、保土ケ谷税務署の税務職員が、Ａに対する税務調査において、Ａ

が本件各ＬＰＳを介して本件各物件を保有していたことを示す資料を精査した上で、

米国のＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当しないことを前提とする申告指導

をしたものであり、原告による確定申告も是認されてきた旨主張する。 

 しかしながら、同税務署の職員は、Ａが提出した平成１７年３月期に係る法人税の

確定申告書の記載内容について形式的な審査を行い（いわゆる申告審理）、その結果、

計算方法等の形式的な誤りがある可能性があると思われたことから、そのような誤り

の有無を確認する限りで必要な資料の自発的な提示を求めたにすぎず、Ａに対し「税

務調査」を行った事実はなく、そもそもＡは上記職員が求めた資料の全てを提出しな

かったというべきであり、また、仮にＡが上記職員に米国の不動産に関する何らかの

資料を提出していたとしても、上記職員は、Ａの平成１７年３月期に係る確定申告書

の申告内容を前提とした場合における所得金額の計算方法等の誤りの有無を確認する

目的でＡに資料の提出を求めたのであって、本件各ＬＰＳの法人該当性を検討するた

めに資料の提出を求めたものではないから、上記職員は、本件各ＬＰＳの我が国の租
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税法上の法人該当性については判断していなかったというべきである。 

 また、本件指導文書は、法律上の根拠を有しない便宜の供与という事実上のもので

ある上、「貴社の国外源泉所得が利子・配当でなく事業所得であるとすると」と記載

されているとおり、一定の前提を置いた上でＡに対し申告指導をしたものにすぎず、

本件各ＬＰＳの法人該当性に関する課税庁の公的な見解を示したものではない。 

 さらに、申告是認通知書等（甲１０２、甲１０３）は、その発出当時の法令上、何

ら法律上の根拠があるものではなく、納税者に対する便宜の供与のための事実上の行

為であって、納税者に対し法律上の効果を発生させるようなものではなく、納税者の

申告に対する一応の見解を表明するものにすぎず、課税庁が当該年度につき将来更正

等の処分をしないことまでも約束する趣旨のものではない上、異なる年度についてま

で申告是認通知書等の対象となった事業年度と同様の処置を執ることを明らかにした

ものでもない。 

 そして、原告の提出する資料は、いずれも原告とは別の納税主体であるＡに係るも

のであり、かつ、本件各年分に関するものでもない。そうすると、仮に、原告が本件

各ＬＰＳにつきＡと同様の経理処理及び申告をしており、原告が、Ａの申告内容やＡ

に対する税務調査の内容等から、「米国のＬＰＳを我が国の租税法上の「法人」に該

当しないものとする取扱いは、長年にわたり課税庁に是認されてきた」との認識を持

っていたとしても、それは飽くまで原告の主観的な事情にすぎないというべきである。 

ウ したがって、原告の主張する事情は、原告の主観的事情や法の不知ないし解釈の誤りと

いうべきものであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、

過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不

当又は酷になる場合とはいえないから、通則法６５条４項にいう「正当な理由」があると

の原告の主張は失当である。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件各ＬＰＳが所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当するか否か）に

ついて 

（１）我が国の租税法上の法人該当性に関する判断の枠組み 

ア 本件においては、本件各ＬＰＳが行う本件各不動産事業により生じた所得が本件各ＬＰ

Ｓ又は原告のいずれに帰属するかが争われているところ、複数の者が出資をすることによ

り構成された組織体が事業を行う場合において、その事業により生じた利益又は損失は、

別異に解すべき特段の事情がない限り、当該組織体が我が国の租税法上の法人に該当する

ときは当該組織体に帰属するものとして課税上取り扱われる一方で、当該組織体が我が国

の租税法上の法人に該当しないときはその構成員に帰属するものとして課税上取り扱われ

ることになるから、本件における上記の所得の帰属を判断するに当たっては、本件各ＬＰ

Ｓが所得税法２条１項７号に定められている外国法人として我が国の租税法上の法人に該

当するか否かが問題となる。 

イ 我が国の租税法は組織体のうちその構成員とは別個に租税債務を負担させることが相当

であると認められるものを納税義務者としてその所得に課税するものとしているところ、

ある組織体が法人として納税義務者に該当するか否かの問題は我が国の課税権が及ぶ範囲

を決する問題であることや、所得税法２条１項７号が法人に係る諸外国の立法政策の相違
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を踏まえた上で外国法人につき「内国法人以外の法人」とのみ定義するにとどめているこ

となどを併せ考慮すると、我が国の租税法は、外国法に基づいて設立された組織体のうち

内国法人に相当するものとしてその構成員とは別個に租税債務を負担させることが相当で

あると認められるものを外国法人と定め、これを内国法人等とともに自然人以外の納税義

務者の一類型としているものと解される。このような組織体の納税義務に係る制度の仕組

みに照らすと、外国法に基づいて設立された組織体が所得税法２条１項７号に定める外国

法人に該当するか否かは、当該組織体が日本法上の法人との対比において我が国の租税法

上の納税義務者としての適格性を基礎付ける属性を備えているか否かとの観点から判断す

ることが予定されているものということができる。そして、我が国においては、ある組織

体が権利義務の帰属主体とされることが法人の最も本質的な属性であり、そのような属性

を有することは我が国の租税法において法人が独立して事業を行い得るものとしてその構

成員とは別個に納税義務者とされていることの主たる根拠であると考えられる上、納税義

務者とされる者の範囲は客観的に明確な基準により決せられるべきであること等を考慮す

ると、外国法に基づいて設立された組織体が所得税法２条１項７号に定める外国法人に該

当するか否かについては、上記の属性の有無に即して、当該組織体が権利義務の帰属主体

とされているか否かを基準として判断することが相当であると解される。 

 その一方で、諸外国の多くにおいても、その制度の内容の詳細には相違があるにせよ、

一定の範囲の組織体にその構成員とは別個の人格を承認し、これを権利義務の帰属主体と

するという我が国の法人制度と同様の機能を有する制度が存在することや、国際的な法制

の調和の要請等を踏まえると、外国法に基づいて設立された組織体につき、設立根拠法令

の規定の文言や法制の仕組みから、日本法上の法人に相当する法的地位が付与されている

こと又は付与されていないことが疑義のない程度に明白である場合には、そのことをもっ

て当該組織体が所得税法２条１項７号に定める外国法人に該当する旨又は該当しない旨の

判断をすることが相当であると解される。 

 以上に鑑みると、外国法に基づいて設立された組織体が所得税法２条１項７号に定める

外国法人に該当するか否かを判断するに当たっては、まず、より客観的かつ一義的な判定

が可能である後者の観点として、①当該組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の

仕組みから、当該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を

付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検

討することとなり（判断基準１）、これにより判断できない場合には、次に、当該組織体

の属性に係る前者の観点として、②当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められる

か否かを検討して判断すべきものであり、具体的には、当該組織体の設立根拠法令の規定

の内容や趣旨等から、当該組織体が自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その

法律効果が当該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討することとなる（判

断基準２）ものと解される（以上につき、平成２７年最高裁判決参照）。 

（２）米国ワシントン州のＬＰＳ関係法令及び本件各ＬＰＳ契約等の定め 

 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、米国ワシントン州のＬＰＳに

関する関係法令（以下「ＬＰＳ関係法令」という。）及び本件各ＬＰＳ契約等には、次のと

おりの定めがあるものと認められる。なお、英米法上の一般的な概念の意義並びに当該各法

令及びその規定の趣旨や文脈等に照らし、以下の認定に反する当事者の主張は採用すること



24 

ができない。 

ア 米国ワシントン州のＬＰＳ関係法令の定め 

（ア）州ＬＰＳ法（乙７） 

ａ 定義（25.10.010） 

（ａ）「ジェネラル・パートナー」（ＧＰ）とは、パートナーシップ契約に従い、ＧＰと

してＬＰＳに認められ、ＧＰとしてＬＰＳの証明書において指名された者（perso

n）をいう（25.10.010(5)）。 

（ｂ）「リミテッド・パートナー」（ＬＰ）とは、パートナーシップ契約に従い、ＬＰと

してＬＰＳに認められた者（person）をいう（25.10.010(6)）。 

（ｃ）「リミテッド・パートナーシップ」（ＬＰＳ）及び「州内リミテッド・パートナー

シップ」とは、米国ワシントン州の法律に基づき２名以上の者（persons）によっ

て設立され、１名以上のＧＰ及び１名以上のＬＰを有するパートナーシップをいう

（25.10.010(7)）。 

（ｄ）「パートナー」とは、ＬＰ又はＧＰをいう（25.10.010(8)）。 

（ｅ）「パートナーシップ契約」とは、ＬＰＳの事業及びその事業運営に関する書面又

は口頭によるパートナー間の有効な契約をいう（25.10.010(9)）。 

（ｆ）「パートナーシップの持分（partnership interest）」とは、ＬＰＳの利益及び損

失に関するパートナーへの割当て及びパートナーシップの財産の分配を受領する権

利をいう（25.10.010(10)）。 

（ｇ）「者（person）」とは、個人、コーポレーション（corporation）、事業信託、遺産

財団、信託、パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、ア

ソシエーション、ジョイントベンチャー、政府又はその部局、外局若しくは補助部

門その他の法的又は商業上の主体（entity）をいう（25.10.010(11)）。 

ｂ 事業の性質（25.10.060） 

 ＬＰＳは、ＬＰのいないパートナーシップが行うことができるあらゆる事業を行う

ことができる。 

ｃ パートナーとパートナーシップとの事業の取引（25.10.070） 

 パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き、パートナーは、ＬＰＳに対

して金員を貸し付けることができ、ＬＰＳと他の取引を行うことができる。この場合

において、パートナーは、他の適用される法令に従い、パートナーでない者（perso

n）が有するのと同様の権利及び義務を有する。 

ｄ ＬＰの第三者に対する義務（25.10.190） 

 25.10.190(4)に定める場合を除き、ＬＰは、自己がＧＰでない限り、又はＬＰとし

ての権利若しくは権限の行使に加えてＬＰＳの事業の運営に参加していない限り、Ｌ

ＰＳの義務（the obligations of a limited partnership）についての責任を負わな

い。ただし、ＬＰは、ＬＰＳの事業の運営に参加する場合において、当該ＬＰの行為

により当該ＬＰがＧＰであると合理的に信じてＬＰＳと取引を行った者に対してのみ、

上記の責任を負う。（25.10.190(1)） 

 ＬＰは、ＬＰＳの権利（the right of the limited partnership）に関して派生す

る訴訟（以下「派生訴訟」という。）を提起し又は追行するために法令により要求さ
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れ又は許容される措置を執ること等を単に行っただけでは、上記にいう事業の運営に

参加したことにはならない（25.10.190(2)(d)）。 

ｅ ＧＰの一般的な権限及び義務（25.10.240） 

（ａ）州ＬＰＳ法又はパートナーシップ契約に別段の定めのある場合を除き、ＬＰＳの

ＧＰは、ＬＰを有しないパートナーシップにおけるパートナーの権利及び権限を有

し、かつ、これらの制限に服する（25.10.240(1)）。 

（ｂ）州ＬＰＳ法に別段の定めのある場合を除き、ＬＰＳのＧＰは、当該ＬＰＳ及び他

のパートナー以外の者に対し、ＬＰを有しないパートナーシップにおけるパートナ

ーの義務を負う。州ＬＰＳ法又はパートナーシップ契約に別段の定めのある場合を

除き、ＬＰＳのＧＰは、当該ＬＰＳ及び他のパートナーに対し、ＬＰを有しないパ

ートナーシップにおけるパートナーの義務を負う。（25.10.240(2)） 

ｆ 現物分配（25.10.350） 

 パートナーシップ契約に別段の定めのある場合を除き、出資の性格にかかわらず、

パートナーは、現金以外の形式で、ＬＰＳからいかなる分配も要求し受領する権利を

有しない（25.10.350前段）。 

ｇ パートナーシップの持分の性質（25.10.390） 

 パートナーシップの持分は、人的財産権（personal property）である。 

ｈ 州ＬＰＳ法に定めがない場合の規律（25.10.660） 

 州ＬＰＳ法に定めがない場合には、州ＰＳ法又はその後継法令の規定が適用される。 

（イ）州ＰＳ法（乙８） 

ａ 主体（entity）としてのパートナーシップ（25.05.050） 

 パートナーシップは、パートナーとは別個の主体（an entity distinct from its 

partners）である。 

ｂ パートナーシップの設立（25.05.055） 

 州ＰＳ法以外の法令若しくは旧法令又は他の法域のこれらに相当する法令に基づき

設立されたアソシエーション（association）は、州ＰＳ法に基づくパートナーシッ

プではない（25.05.055(2)）。 

ｃ パートナーシップの財産（25.05.060） 

 パートナーシップにより取得された財産は、当該パートナーシップの財産であって、

パートナー個人の財産ではない。 

ｄ パートナーシップの代理人としてのパートナー（25.05.100(1)前段） 

 パートナーは、その事業の目的のためのパートナーシップの代理人（an agent of 

the partnership）である。 

ｅ パートナーの義務（25.05.125(1)） 

 全ての各パートナーは、権利を主張する者により別段の同意がされ、又は法令に別

段の定めのない限り、連帯して全てのパートナーシップの義務（all obligations of

 the partnership）に対し責任を負う。 

ｆ パートナーの権利及び義務（25.05.150(7)） 

 パートナーは、パートナーシップの代理としてのみ、パートナーシップの財産を使

用し又は保有することができる。 
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ｇ パートナーシップの財産の非共同所有者としてのパートナー（25.05.200） 

 パートナーは、パートナーシップの財産の共同所有者ではなく、任意であるか強制

であるかを問わず、いかなる移転可能なパートナーシップの財産における持分も保有

しない。 

（ウ）改正州ＬＰＳ法（乙６０） 

ａ 改正州ＬＰＳ法の定め（後記ｂの経過措置を除く。） 

 別紙４のとおり（後記（３）ア（イ）のとおり、改正州ＬＰＳ法は、本件各ＬＰＳ

には適用されず（後記ｂ（ａ）、（ｂ）参照）、本件各ＬＰＳの設立根拠法令に含まれ

るものではなく、参考として摘示するもの（後記（３）ウ（ア）ａ（ａ）及びｂ

（ａ）参照）である。） 

ｂ 改正州ＬＰＳ法の既存関係への適用関係（25.10.911） 

（ａ）２０１０年（平成２２年）７月１日より前において、改正州ＬＰＳ法は、次のも

のに対してのみ適用される（25.10.911(1)）。 

① ２０１０年１月１日以後設立されたＬＰＳ 

② 25.10.911(3)及び(4)に別途規定されている場合を除き、２０１０年１月１日

より前に設立され、パートナーシップ契約又は当該契約を修正する法令に定めら

れている方法により改正州ＬＰＳ法に服することを選択したＬＰＳ 

（ｂ）25.10.911(3)に別途規定されている場合を除き、改正州ＬＰＳ法は、２０１０年

７月１日から、全てのＬＰＳに適用される（25.10.911(2)）。 

（ｃ）２０１０年１月１日より前に設立されたＬＰＳについては、パートナーシップ契

約又は当該契約を修正する法令に定められた方法によりパートナーが別途の選択を

している場合を除き、次の規定が適用される（25.10.911(3)）。 

① 25.10.021(3)（注・存続期間を無期限とする規定）は適用されず、上記ＬＰＳ

は、２０１０年１月１日の直前に適用される法令に基づくいかなる存続期間の規

律にも服する。 

② 上記ＬＰＳは、25.10.201(1)(d)（注・ＬＰＳの証明書の必要的記載事項）を

遵守するためのＬＰＳの証明書の修正を求めることができない。 

③ 25.10.511及び25.10.516（注・ＬＰの脱退の要件及び効果に関する規定）は適

用されず、ＬＰは、上記ＬＰＳからの脱退に関して、２０１０年１月１日の直前

に存在したものと同一の権限を有し、同一の結果を伴う。 

④ 25.10.521(4)（注・ＧＰの同意による除名に関する規定）は適用されない。 

⑤ 25.10.521(5)（注・ＧＰの裁判による除名に関する規定）は適用されず、裁判

所は、ＧＰの除名に関して、裁判所が２０１０年１月１日の直前に有したものと

同一の権限を有する。 

⑥ 25.10.571(3)（注・解散に関する規定）は適用されず、ＧＰの脱退と上記ＬＰ

Ｓの解散との関係は、２０１０年１月１日の直前に存在したものと同一である。 

イ 本件各ＬＰＳ契約の定め 

（ア）本件Ｂ－ＬＰＳ契約（乙１１） 

ａ 目的（５条前段） 

 Ｂ－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は、本件Ｂ－ＬＰＳ物件における
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所有者持分の全て又は重要な部分を直接的若しくは間接的に所有し運営し保有するこ

とである。 

ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（12.1条） 

 12.8条及び12.9条に規定される事項を除いて、ＧＰは、Ｂ－ＬＰＳの経営、運営及

び管理をし、Ｂ－ＬＰＳの事業及び業務を維持運営するために適切又は必要とされる

全てのことを行い、決定する独占的権利と権限を有するものとする。その権限は、本

件Ｂ－ＬＰＳ物件並びにその造作の企画、開発、融資、売却、抵当設定、担保、建設、

改良、運営及び維持を含むものとする。ＧＰは、ＧＰに対して本契約書により付与さ

れる特定の権利及び権限に加えて、Ｂ－ＬＰＳのために行動し、あるいはＢ－ＬＰＳ

を拘束する全ての排他的な権限及び代理権を含め、現存するあるいは今後改正される

州ＬＰＳ法で規定されるＧＰの全ての権利及び権限を所有し、享受し、行使すること

ができる。ＧＰの権限と代理権は、Ｂ－ＬＰＳの業務に関連し、付随する全ての事柄

を含むものとする。 

ｃ ＬＰの地位（13条）及び財産に対する権利がないこと（13.4条） 

 清算その他の場合には、各ＬＰは、現金以外の形式での分配をＢ－ＬＰＳに対して

要求したり、又はＢ－ＬＰＳから受領したりする権利を持たないものとする。 

ｄ なお、修正Ｂ－ＬＰＳ契約（乙１２）は、同契約によって修正された部分を除き、

本件Ｂ－ＬＰＳ契約は変更がなく、有効である旨を定めているところ（４条）、上記

ａないしｃの各条項については修正がない。 

（イ）本件Ｃ－ＬＰＳ契約（乙１４） 

ａ 目的（５条前段） 

 Ｃ－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は、本件Ｃ－ＬＰＳ物件を所有し

運営し売却することである。 

ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（12.1条） 

 Ｂ－ＬＰＳ契約（前記（ア）ｂ）と同旨 

ｃ ＬＰの地位（13条）及び財産に対する権利がないこと（13.4条） 

 Ｂ－ＬＰＳ契約（前記（ア）ｃ）と同旨 

（ウ）本件Ｄ－ＬＰＳ契約（乙１６） 

ａ 目的（５条前段） 

 Ｄ－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は、本件Ｄ－ＬＰＳ物件を所有し

運営し売却することにある。 

ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（12.1条） 

 Ｂ－ＬＰＳ契約（前記（ア）ｂ）と同旨 

ｃ ＬＰの地位（13条）及び財産に対する権利がないこと（13.4条） 

 Ｂ－ＬＰＳ契約（前記（ア）ｃ）と同旨 

（エ）本件Ｅ－ＬＰＳ契約（甲４３） 

ａ 目的（４条） 

 Ｅ－ＬＰＳが営む事業の主要目的及び一般的特徴は、本件Ｅ－ＬＰＳ物件を所有し

運営することである。 

ｂ ＧＰの総括的代理権及び権限（11.1条） 



28 

 Ｂ－ＬＰＳ契約（前記（ア）ｂ）と同旨 

ｃ ＬＰの地位（12条）及び財産に対する権利がないこと（12.4条） 

 Ｂ－ＬＰＳ契約（前記（ア）ｃ）と同旨 

（３）本件各ＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性に関する検討 

ア 米国ワシントン州のＬＰＳ関係法令の適用関係について 

（ア）州ＬＰＳ法と州ＰＳｈ法との関係について 

 州ＬＰＳ法25.10.660は、同法に定めがない場合、州ＰＳ法（その改廃があった場合

にはその後継法令。以下同じ。）の規定が適用されると定めている（前記（２）ア

（ア）ｈ）。したがって、米国ワシントン州の法令を準拠法として２０１０年（平成２

２年）１月１日より前に設立された本件各ＬＰＳにおいても、同年７月１日以後に改正

州ＬＰＳ法が適用されるまで（前記ア（ウ）ｂ（ｂ））は、州ＬＰＳ法に定めがある事

項についてはその規定が適用され、同法に定めがない事項については州ＰＳ法が適用さ

れることとなる。 

（イ）本件各ＬＰＳの関係法令の適用関係 

 以上のとおり、本件各ＬＰＳは、州ＬＰＳ法に基づいて設立されたものであり、本件

各処分の対象とされた本件各年分（平成１９年分ないし平成２１年分）の期間はいずれ

も改正州ＬＰＳ法の発効日（２０１０年（平成２２年）１月１日）より前であるため、

州ＬＰＳ法に定めのある事項については同法が、同法に定めのない事項については州Ｐ

Ｓ法がそれぞれ適用されるので（本件各年分の期間について改正州ＬＰＳ法は本件各Ｌ

ＰＳには適用されない（前記ア（ウ）ｂ（ａ）、（ｂ））。）、本件各ＬＰＳの設立根拠法令

であって関連する法制の仕組みを検討すべき法令は、州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法である。 

イ 判断基準１に関する検討 

（ア）まず、米国ワシントン州のＬＰＳ法（州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法）の規定の文言や法制

の仕組みから、本件各ＬＰＳがワシントン州法において日本法上の法人に相当する法的

地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であると

いえるか否か（判断基準１）について検討する。 

 米国ワシントン州のＬＰＳ法においては、ＬＰＳを含むパートナーシップは「パート

ナーとは別個の主体」（an entity distinct from its partners）である旨のエンティ

ティ規定が定められているところ（州ＰＳ法25.05.050）、ワシントン州法を含む米国の

法令において「entity」が日本法上の法人に相当する法的地位を指すものであるか否か

は明確でなく、また、パートナーとは別個の主体とされていることをもって直ちに日本

法上の法人に相当するということはできないから、「an entity distinct from its par

tners」であるとされる組織体が日本法上の法人に相当する法的地位を有すると評価す

ることができるか否かについても明確ではないといわざるを得ない（なお、平成２７年

最高裁判決の事案に係る米国デラウェア州のＬＰＳ法において、ＬＰＳは「separate l

egal entity」であるとされており、この「separate」の文言は「distinct from its p

artners」と同様の趣旨と解され、「legal」の文言も付されているが、同最高裁判決で

は上記と同様の評価がされている。）。そして、州事業法人法（甲２５の１及び２）にお

いて、ＬＰＳは「corporation」であるとはされておらず、同法の「corporation」の定

義規定においても「an entity distinct from」等の文言は用いられていないこと（23B.
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01.400(5)、(20)）なども併せ考慮すると、上記のとおり州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法にお

いて米国ワシントン州のＬＰＳ法に基づいて設立されるＬＰＳが「an entity distinct

 from its partners」となるものと定められていることをもって、本件各ＬＰＳに日本

法上の法人に相当する法的地位が付与されていることが疑義のない程度に明白であると

することは困難である。他方で、これらの米国ワシントン州のＬＰＳ法において、パー

トナーシップが「個人」や「corporation」等と並んで「法的又は商業上の主体（entit

y）」とされていること（州ＬＰＳ法25.10.010(11)（前記（２）ア（ア）ａ（ｇ）））を

前提とした上で、上記のようにＬＰＳが「パートナーとは別個の主体」（an entity dis

tinct from its partners）とされており（前記のエンティティ規定）、これらの規定は

法人の法的地位と抵触しない内容のものであることなどからすれば、本件各ＬＰＳに日

本法上の法人に相当する法的地位が付与されていないことが疑義のない程度に明白であ

るとすることも困難である。 

 したがって、州ＬＰＳ法及びＰＳ法の規定の文言や法制の仕組みに照らしても、本件

各ＬＰＳがワシントン州法において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されてい

ること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるとはいい難い。 

（イ）被告の主張について 

 以上に対し、被告は、州ＰＳ法のエンティティ規定は統一法委員会による統一ＰＳ法

典の規定と同一であるところ、改訂統一ＬＰＳ法典におけるエンティティ規定について

は、文献上（乙３５（５１４頁））、その創設によりＬＰＳに法人格が付与されたものと

説明されており、州ＰＳ法が適用される本件各ＬＰＳについても、設立根拠法令におい

て日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていることが疑義のない程度に明白で

あるとみるべきである旨主張する（他方、原告は、州ＰＳ法のエンティティ規定は、本

件各ＬＰＳに係る日本法上の法人に相当する法的地位を肯定する根拠となるものではな

い旨主張する。）。 

 しかしながら、被告の指摘に係る邦文の文献（日本の会社法に関する文献。乙３５

（５１４頁））は、特段の理由も挙げずに「entity」に「法人」の訳語をあてた上で、

改訂統一ＬＰＳ法典において州ＰＳ法と同一の文言のエンティティ規定が設けられたこ

とのみを根拠に、ＬＰＳに法人格が付与されたとの見解を述べるものにとどまり、上記

エンティティ規定のみをもって日本法上の法人に相当する法的地位を付与されているこ

とが疑義のない程度に明白であるとはいい難いことは上記（ア）において説示したとお

りであって、上記文献の記述は上記の判断を左右するに足りるものとはいえないから、

被告の上記主張は採用することができない。 

（ウ）原告の主張について 

ａ 原告は、ワシントン州法において、日本法上の法人に相当する法的地位を付与され

た事業体であるためには「incorporated entity」である必要があることを前提に、

ＬＰＳは「incorporated entity」に該当せず、「unincorporated entity」であるか

ら、本件各ＬＰＳが上記の法的地位を付与されていないことは明白である旨主張する。 

 しかしながら、上記（ア）において説示したところによれば、州ＰＳ法、州事業法

人法その他の米国ワシントン州の法令上、「unincorporated entity」であること、す

なわち、「incorporated entity」である「corporation」以外の「法的又は商業上の
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主体（entity）」であることをもって直ちに、当該事業体が日本法上の法人に相当す

る法的地位を付与されているか否かは必ずしも明らかではないといえるから、ＬＰＳ

が「incorporated entity」に該当せず「unincorporated entity」であるからといっ

て、ＬＰＳが上記の法的地位を付与されていないことが明白であるということはでき

ない。そして、原告が「incorporated entity」と「unincorporated entity」との間

の権利能力に係る規定の有無や訴訟手続上の取扱いの差異について指摘する点を勘案

しても、上記の評価が左右されるものとはいえないから、原告の上記主張はその前提

を欠くものであって、採用することができない。 

ｂ 原告は、日米租税条約上の取扱いも判断基準１にいう「法制の仕組み」として検討

される必要があり、日米租税条約で用いられた事業体の分類に係る法概念は所得税法

及び法人税法上の概念と同義に解すべきであるなどとした上で、日米租税条約におい

て「company」は「法人」、「body corporate」は「法人格を有する団体」の語が当て

られ、同条約の議定書において「partnership」は「組合」の語が当てられていて

「法人」とされておらず、日米租税条約においても、ＬＰＳを含む「partnership」

に「日本法上の法人に相当する法的地位」を付与されていないことが明白に看取され

る旨主張する。 

 しかしながら、判断基準１においては、外国法に基づいて設立された組織体に係る

設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みに照らして検討すべきものであって、日米

租税条約は、上記法制の仕組みそのものではない上、仮に上記法制の仕組みを理解す

る一助となることがあり得るとしても、同条約には、米国の「partnership」につい

て、権利義務の帰属主体性の有無に関する評価をうかがわせる規定はなく、日本法上

も協同組合等（法人税法２条７号、別表第３参照）のように法人格を付与され権利義

務の帰属主体となる組合が存在することに照らすと、同条約の議定書の邦文に「組

合」の用語が当てられていること等（同条約の英文と邦文において「company」が

「法人」と、「body corporate」が「法人格を有する団体」とそれぞれ対応している

ことを含む。）をもって直ちに、同条約が米国の「partnership」の我が国の租税法上

の法人該当性についてこれを否定する見解を前提として締結されたものであることが

明白に看取されるものとはいえないから、原告の上記主張は採用することができない。 

ｃ その余の原告の主張（前記（イ）（第１段落末尾の括弧書き）のエンティティ規定

に関する主張を含む。）も、本件各ＬＰＳがワシントン州法において日本法上の法人

に相当する法的地位を付与されていないことが疑義のない程度に明白であると認める

に足りる根拠となり得るものではなく、上記（ア）の判断を左右するものではない。 

ウ 判断基準２に関する検討 

（ア）そこで、次に、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人該当性の実質的根拠となる権

利義務の帰属主体とされているか否か（判断基準２）について検討する。 

ａ ＬＰＳの法律行為の権限等及びその効果の帰属に関する規律 

（ａ）州ＬＰＳ法は、ＬＰＳはＧＰＳが行うことができるあらゆる事業を行うことがで

きる旨を定めているところ（25.10.060、前記（２）ア（ア）ｂ）、州ＰＳ法には、

ＧＰＳが行うことができる事業について制限を設ける定めは特に置かれていない

（乙８）。また、州ＬＰＳ法は、パートナーはＬＰＳとの間で貸付けその他の取引
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（法律行為）を行うことができ、この場合において、パートナーは、ＬＰＳとの関

係で、パートナーでない者（「person」、すなわち個人、コーポレーション等（25.1

0.010(11)、前記（２）ア（ア）ａ（ｇ）））が有するのと同様の権利及び義務を有

する旨を定めている（25.10.070、前記（２）ア（ア）ｃ）。そして、州ＬＰＳ法は、

ＬＰＳのＧＰはＧＰＳにおけるパートナーの権利及び権限を有する旨を定めている

（25.10.240(1)、前記（２）ア（ア）ｅ（ａ））ところ、州ＰＳ法は、ＧＰＳにお

けるパートナーはその事業の目的のためのパートナーシップの代理人（an agent o

f the partnership）である旨を定めている（25.05.100(1)前段、前記（２）ア

（イ）ｄ）ので、ＬＰＳのＧＰは、ＬＰＳの各パートナー（構成員個人）を代理す

るのではなく、ＬＰＳそれ自体を代理することになる。このほか、州ＬＰＳ法及び

州ＰＳ法においては、「ＬＰＳの義務（the obligations of a limited partnershi

p）」（州ＬＰＳ法25.10.190(1)、前記（２）ア（ア）ｄ）、「全てのパートナーシッ

プの義務（all obligations of the partnership）」（州ＰＳ法25.05.125(1)、前記

（２）ア（イ）ｅ）、「ＬＰＳの権利（the right of the limited partnership）」

（州ＬＰＳ法25.10.190(2)(d)、前記（２）ア（ア）ｄ）といったＬＰＳ自体が権

利を有し又は義務を負うことを示す文言が用いられている一方で、ＬＰＳ自体が権

利を有さず又は義務を負わず、パートナーのみが権利を有し又は義務を負うことを

示したり、法律行為の効果がＬＰＳ自体に帰属しないことを示す規定は、州ＬＰＳ

法及び州ＰＳ法を通じて見当たらない（乙７、８）。 

 なお、改正州ＬＰＳ法の規定（別紙４）を参照しても、上記の州ＬＰＳ法等の規

律と相反するような改正がされているとは認められない。 

（ｂ）上記（ａ）の州ＬＰＳ法及び州ＰＳ法（以下「州ＬＰＳ法等」という。）の定め

の内容等に照らせば、本件各ＬＰＳの設立根拠法令である州ＬＰＳ法等は、ＬＰＳ

に自らの名義で法律行為をする権限を付与するとともに、ＬＰＳの名義でされた法

律行為の効果がＬＰＳ自身に帰属することを前提としているものと解するのが相当

である。 

ｂ ＬＰＳに係るパートナーシップの持分に関する規律 

（ａ）州ＬＰＳ法は、パートナーシップの持分は、それ自体が「人的財産権」（persona

l property）という財産権の一類型である旨を定め（25.10.390、前記（２）ア

（ア）ｇ）、州ＰＳ法は、パートナーシップにより取得された財産は、当該パート

ナーシップの財産であって、パートナー個人の財産ではないと定めている（25.05.

060、前記（２）ア（イ）ｃ）。また、州ＰＳ法は、パートナーは、パートナーシッ

プの財産の共同所有者ではなく、任意であるか強制であるかを問わず、いかなる移

転可能なパートナーシップの財産における持分も保有しないと定める（25.05.200、

前記（２）ア（イ）ｇ）とともに、パートナーは、パートナーシップの代理として

のみ、パートナーシップの財産を使用し又は保有することができると定めている

（25.05.150(7)、前記（２）ア（イ）ｆ）。 

 なお、改正州ＬＰＳ法の規定（別紙４）を参照しても、上記の州ＬＰＳ法等の規

律と相反するような改正がされているとは認められない。 

（ｂ）上記（ａ）の州ＬＰＳ法等の定めの内容等に照らせば、ＬＰＳのパートナーは、
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ＬＰＳに属する個々の財産に対して割合的な権利を具体的に有していないものとみ

るのが相当であるから、前記ａ（ｂ）においてみたＬＰＳの法律行為の権限及びそ

の効果の帰属に関する規律は、ＬＰＳに係るパートナーシップの持分に関する上記

の州ＬＰＳ法等の規律とも整合するものということができる。 

ｃ 本件各ＬＰＳ契約の内容 

 なお、本件各ＬＰＳ契約において、本件各ＬＰＳが営む事業の主要な目的及び一般

的特徴が本件各物件又はその所有者持分を所有し、運営すること等とされていること

（本件Ｂ－ＬＰＳ契約、本件Ｃ－ＬＰＳ契約及び本件Ｄ－ＬＰＳ契約各５条前段、本

件Ｅ－ＬＰＳ契約４条。前記（２）イ（ア）ないし（エ）各ａ）は、前記ａにおいて

みたＬＰＳの法律行為の権限及びその効果の帰属に関する州ＬＰＳ法等の規律と整合

するものということができる。 

 また、本件各ＬＰＳ契約において、各ＬＰは、清算その他の場合において、本件各

ＬＰＳに対し現金以外の形式での分配を要求したり、本件各ＬＰＳから現金以外の形

式での分配を受領したりするいかなる権利をも有しないものとされていること（本件

Ｂ－ＬＰＳ契約、本件Ｃ－ＬＰＳ契約及び本件Ｄ－ＬＰＳ契約各13.4条、本件Ｅ－Ｌ

ＰＳ契約12.4条。前記（２）イ（ア）ないし（エ）各ｃ）も、前記ａ及びｂにおいて

みたＬＰＳの法律行為の権限及びその効果の帰属並びにＬＰＳに係るパートナーシッ

プの持分に関する州ＬＰＳ法等の規律と整合するものということができる。 

 そして、以上のほか、本件各ＬＰＳ契約の各条項の中に、前記ａ及びｂにおいてみ

たＬＰＳの法律行為の権限及びその効果の帰属並びにＬＰＳに係るパートナーシップ

の持分に関する州ＬＰＳ法等の規律と抵触する内容の定めは見当たらない。 

ｄ 小括 

 以上のような州ＬＰＳ法等の定め等に鑑みると、本件各ＬＰＳは、自ら法律行為の

当事者となることができ、かつ、その法律効果が本件各ＬＰＳに帰属するものという

ことができるから、権利義務の帰属主体であると認められる。 

 そうすると、本件各ＬＰＳは、上記のとおり権利義務の帰属主体であると認められ

るのであるから、我が国の租税法上の法人に該当し、所得税法２条１項７号に定める

外国法人に該当するものというべきである。 

（イ）原告の主張について 

ａ 原告は、判断基準２について検討するまでもなく判断基準１によって本件各ＬＰＳ

に係る我が国の租税法上の法人該当性は否定される旨主張し、判断基準２の適用関係

について特に具体的な主張をしていないが、本件各ＬＰＳに係る我が国の租税法上の

法人該当性については、判断基準１によってこれを判断することができないことは前

記イにおいて既に説示したとおりであり、判断基準２によってこれを肯定すべきであ

ることは前記（ア）において既に説示したとおりである。 

ｂ また、平成２７年最高裁判決が言い渡される前の原告の主張については、同最高裁

判決の示した判断基準と異なる基準を前提とするものであるため、採用の限りではな

い。 

エ 小括 

 以上によれば、本件各ＬＰＳは、前示のとおり権利義務の帰属主体であると認められる
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から、判断基準２に照らして、我が国の租税法上の法人に該当し、所得税法２条１項７号

に定める外国法人に該当するものというべきである。 

２ 争点（２）（本件各不動産事業により生じた損益を原告の不動産所得の金額の計算上収入金

額又は必要経費に算入することの可否）について 

（１）前記１において説示したとおり、本件各ＬＰＳは所得税法２条１項７号に定める外国法人

に該当するものであるから、本件各不動産事業は本件各ＬＰＳが行うものであり、前記１

（１）アの特段の事情の存在もうかがわれないことなどからすると、本件各不動産事業によ

り生じた所得は、本件各ＬＰＳに帰属するものと認められ、原告の不動産所得に該当するも

のではなく、原告の課税所得の範囲には含まれないものと解するのが相当である。 

 したがって、本件各ＬＰＳが行う本件各不動産事業により生じた損益は、本件各物件の所

有権を含めて、本件各ＬＰＳに帰属するものであり、本件各物件は原告が有するものではな

いから、本件各物件の減価償却費を含めて、その損益を原告の不動産所得（所得税法２６条

１項）の金額の計算における収入金額（同法３６条１項）又は必要経費（同法３７条１項）

に算入することはできないというべきである。 

（２）原告は、形式的には減価償却資産の所有名義人ではなかったとしても、本件各ＬＰＳの損

益が構成員に帰属することとされており、本件各ＬＰＳを通じて自ら主体的に米国の不動産

に係る事業を行っていることから、米国において、本件各ＬＰＳを通じて本件各物件を実質

的に所有しており、また、減価償却資産に対して資本を投下しているなどとして、原告が減

価償却資産である本件各物件を「有する」（所得税法４９条１項）ものとして、その減価償

却費を原告の不動産所得の金額の計算における必要経費に算入することができる旨主張する。 

 しかしながら、固定資産の減耗による負担を負うのは通常は固定資産の所有者であるから、

所得税法４９条１項に定める居住者の「有する」減価償却資産とは、譲渡担保に供された固

定資産の場合（法人税基本通達２－１－１８参照）等のような特段の事情のない限り、居住

者の所有する減価償却資産をいうものと解すべきであるところ、本件各物件は、所得税法２

条１項７号に定める外国法人として権利義務の帰属主体となる本件各ＬＰＳ（Ｂ－ＬＰＳに

ついてはＮビル事業者（Ｎ Building Entity）外３名の事業者（本件Ｂ－ＬＰＳ物件名義

人））が所有するものであって、原告が所有するものではない（前記（２）イ（ア）ないし

（エ）各ａの本件Ｂ－ＬＰＳ契約、本件Ｃ－ＬＰＳ契約及び本件Ｄ－ＬＰＳ契約各５条前段

並びに本件Ｅ－ＬＰＳ契約４条参照）。なお、原告は、本件各物件を実質的に所有している

と主張するが、本件各物件に係る不動産登記上、本件各ＬＰＳ（Ｂ－ＬＰＳについては本件

Ｂ－ＬＰＳ物件名義人）が所有名義人とされ、原告が所有名義人とされていないことは争い

がない上、本件各物件に係る契約上、原告が本件各物件の所有権を取得したことを認めるに

足りる証拠は存しない。そして、本件各ＬＰＳが、原告を含むパートナーから資本の提供を

受け、その事業についてＬＰである原告の一定の関与を事実上受けていたといった事情があ

ったとしても、本件各ＬＰＳが権利義務の帰属主体として所得税法２条１項７号に定める外

国法人に該当する以上、本件各物件を取得して費用を負担し、その事業の用に供して収益を

上げているのは本件各ＬＰＳであって、上記の事情が本件各物件の所有関係を実質的に左右

するものとはいえず、前記の特段の事情に当たるともいえないから、本件各物件の減価償却

費を本件各物件の所有者ではない原告の不動産所得の金額の計算における必要経費に算入す

べき理由はないというべきであり、原告の上記主張は採用することができない。 
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３ 争点（３）（国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の有無）について 

（１）国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」の意義 

 過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者

に対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の

客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、

適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。この

趣旨に照らせば、過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税

通則法６５条４項が定めた「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責め

に帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らし

てもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解す

るのが相当である（前掲最高裁平成１８年４月２０日第一小法廷判決、最高裁平成●●年

（○○）第●●号同１８年１０月２４日第三小法廷判決・民集６０巻８号３１２８頁参照）。 

（２）本件における「正当な理由」の有無 

 以下、原告が「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情」を基礎付ける事

情として主張する①税務当局による一般的な公的見解の表示ないし②税務職員による個別の

見解の表示又は誤った指導の有無について検討する。 

ア 税務当局による一般的な公的見解の表示の有無について 

 原告は、①平成１２年の本件討議用資料（甲３０（４８頁））において、ＬＰＳは、米

国において法人格を有さず、構成員課税が適用される事業体に分類されており、我が国の

税制では外国の事業体がその外国において私法上「法人」とされているかどうかにより日

本の租税法上の「法人」該当性が決定されるという理解を前提にすれば、上記の記載から

は、財務省（当時の大蔵省）が、米国のＬＰＳは「法人」に該当しないと解釈していたこ

とが看取できること、また、②同年の本件答申（甲１２（３４３、３４４頁））において、

「わが国の税制では、外国の事業体がその外国において私法上「法人」とされているかど

うかにより、法人課税の対象とするかどうかを判断していますが、外国の多様な事業体の

中には、その本国において私法上「法人」とはされないものの、自己の名前で取引をして

いるなど、その実態を見れば法人税の課税対象とすることがふさわしいものもあると考え

られます。」として、外国のパートナーシップのような事業体がその外国において「法

人」とされていないため、現状では我が国で法人課税の対象とならないという問題意識が

表明されていることから、財務省や税制調査会も、ＬＰＳは「法人」でないため、現行法

上ＬＰＳに対し法人課税を行うことはできないと理解していた旨主張する。 

 しかるところ、本件討議用資料は、当該資料の性質や体裁上、そもそも税務当局が公的

な見解を表明したものと認めるには足りない上、その内容も、「日米における事業体に係

る課税上の取扱い」との標題に従って、米国内における課税上の取扱いとして、米国各州

のＬＰＳにつき、法人課税を選択した場合（各州における法制の選択を指す趣旨と解され

る。）には法人格のある事業体としての法人課税の取扱いを受け、それ以外の場合には法

人格のない事業体としての構成員課税の取扱いを受けることを説明するにとどまるものと

認められ（甲３０）、我が国における課税上の取扱いとして、米国各州のＬＰＳが我が国

の租税法上の法人に該当するか否か及び我が国において法人課税又は構成員課税のいずれ

の取扱いを受けるかについて言及したものではない。 
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 また、本件答申についてみても、税制調査会が法人課税に関する施策の方針を検討する

前提として外国の事業体に対する法人課税の在り方に言及したものであって、税務当局が

税務行政において依拠すべき公的な見解を表明したものとはいえない上、その内容も、米

国のＬＰＳが一律に我が国の租税法上の法人に該当しないことを示すものではなく、かえ

って、外国の多様な事業体の中には、当該外国の私法上は法人とされていない事業体であ

っても、その実態をみれば法人税の課税対象とするのがふさわしい事業体もあるとの認識

を示す記載（甲１２（３４４頁））が含まれており、米国のＬＰＳがその実態次第では我

が国の法人課税の対象とされ得ることを示唆しているとみることもできるものといえる。 

 その他、原告の主張に係る文献や論稿（いずれも税務当局関係者や税務実務家の個人の

著述等にとどまる。）の中に税務当局による公的な見解を示すものがあるとは認められな

いから、我が国における課税上の取扱いにおいて、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法

人に該当しない事業体として構成員課税とする旨の見解が税務当局の公的な見解として一

般的に表明されていたものということはできないというべきである（かえって、上記のよ

うな本件討議用資料及び本件答申の記載等に照らすと、米国内における課税上の取扱いに

おいては各州の法制の選択によって法人課税とされる場合があり、また、我が国における

課税上の取扱いにおいても、ＬＰＳの個々の実態等によっては、当該ＬＰＳが我が国の租

税法上の法人に該当すると認定されて構成員課税とならない場合があることが示されてい

たものと認めるのが相当であり、このことは我が国の租税法上の法人該当性に関する前記

１（１）の判断枠組みとも整合するものといえる。なお、以上に説示したところによれば、

米国ワシントン州のＬＰＳである本件各ＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性に関

し、原告がこれを否定する見解を採って税務申告をしたことについて、本件事務運営指針

にいう「相当の理由があると認められるとき」（税法の解釈に関して申告書提出後新たに

課税庁により法令解釈が明確化されたために申告者の解釈がこれと異なることとなり、そ

の申告者の解釈について相当の理由があると認められる場合）に当たるということもでき

ないというべきである。）。 

イ 税務職員による個別の見解の表示又は誤った指導の有無について 

（ア）本件指導文書について 

ａ 証拠（甲１０９、乙７１）によれば、本件指導文書（甲１０４）は、保土ケ谷税務

署の税務職員が、Ａが提出した平成１７年３月期に係る法人税の確定申告書の申告内

容について審査を行い、その結果、申告内容の誤りと思われる点をＡに指摘するため

に作成した説明用のメモであること、上記申告の審理に当たった保土ケ谷税務署の税

務職員は、Ａの代表者である原告に対し、おおむね本件指導文書の内容に沿った説明

をしたことが認められる。 

ｂ（ａ）本件指導文書（甲１０４）の第１項（「外国税額控除の計算について」）には、

外国税額控除制度の一般的な説明に係る記載の後に、次の記載があることが認め

られる。 

 「貴社（注：Ａ。以下同じ。）は、アメリカで申告した所得金額をもとに国外

所得の計算をしていますが、国外所得の計算は、国内法における所得計算により

算出した国外源泉所得を指します（法令第１４２条第３～８項）ので、貴社の国

外源泉所得が利子・配当でなく事業所得であるとすると、アメリカで申告した所
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得金額は、国内法により計算した国外源泉所得と一致しない（国内法による減価

償却・国内借入金利子等が反映されていないため）ことになります。 

 貴社が提出した決算書によると国外所得が海外投資不動産収益と海外投資不動

産損失として明記されていますので、この金額を国外所得として（本来ならばこ

の金額に国内外に対して共通して係る費用：例借入金利子等を加味する必要があ

る。）外国税額控除の限度額計算を行うと、結果として当初申告した控除税額に

変更はありませんが平成１８年３月期に繰り越される控除余裕額が減少すること

となります。 

 よって、平成１８年３月決算については、正しく計算した控除余裕額に基づき

申告していただく必要があります。」 

（ｂ）Ａが、平成１７年３月期法人税の申告において、法人税法６９条１項の外国税

額２１９万円余の控除を算入し（１枚目の順号４３）、その内訳において国外所

得金額を計算していること（甲９６（２、５枚目））に照らせば、本件指導文書

の上記記載は、上記申告が米国で申告した所得金額（国内法による減価償却等が

反映されていないもの）を基に国外所得の計算をしており、Ａの申告のとおり国

外所得が利子・配当ではなく事業所得であるとすると、その計算が国内法に基づ

いてされていない旨を指摘した上、上記申告において結果的に控除税額に変更は

ないものの、翌期に繰り越される控除余裕額（法人税法６９条２項）が減少する

こととなるので、翌期決算においては正しく計算した控除余裕額に基づき申告す

るよう求めるものと解される。 

 Ａは、上記申告に係る国外所得がＥ－ＬＰＳに係る所得であることを示す書面

を確定申告書に添付している（甲９６（６ないし１１枚目））ほか、原告は、Ａ

の代表者として、上記申告の審理に当たった保土ケ谷税務署の税務職員に対し、

海外不動産投資に係る損益は、配当ではなく事業所得であり、パートナーシップ

の損益はパス・スルーになる旨の説明をしており（乙７１）、更にパートナーシ

ップの基本契約書を示している（争いがない。）から、同職員において当該国外

所得が米国ワシントン州のＬＰＳに由来することを認識し得る状況にあったとい

えるところ、上記国外所得が利子・配当ではなくＡの事業所得となる旨（その帰

結として構成員課税となる旨）の同社の上記の説明は、上記ＬＰＳが我が国の租

税法上の法人に該当しないとの見解を前提とするものであるといえる。 

 しかしながら、本件指導文書の上記記載は、上記（ａ）のとおり、Ａの国外所

得が同社の事業所得となる旨の同社の主張自体の当否には何ら言及することなく、

仮定的に同社の申告どおり「国外所得が利子・配当ではなく事業所得であるとす

ると」との留保を付した上で、専らその場合の外国税額控除の計算方法という本

件の争点とは異なる限局された事項について説明するものにとどまるから、同文

書の上記記載をもって、課税庁の税務職員がＡに対し、米国ワシントン州のＬＰ

Ｓが我が国の租税法上の法人に該当しないとの見解を個別に示し又は誤った指導

をしたと評価することはできないというべきである。 

ｃ（ａ）また、本件指導文書の第２項（「外国税額の損金算入時期について」）には、次

の記載があることが認められる。 
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「外国税額の損金算入時期については、外国税額控除の適用時期に準じて、納付

することとなる事業年度の損金と解されます。したがって、申告納税方式により

納付すべき金額が確定するものは、原則としてその申告があった日に損金に算入

（国税通則法第１６条１項）することになりますが、例外として、費用として計

上した日の属する事業年度でも認められる旨規定しています（法通１６－３－

５）。 

 貴社の外国税額の損金算入時期については、パートナーシップの収支報告を受

けた段階で費用化していますが、アメリカでの申告はその収支報告書が送付され

た翌事業年度に申告しているため、外国税額控除をする時期と租税公課として計

上する時期にずれが生じることになります。 

 貴社の外国税額の費用計上時期は、基本通達に定める税務上認められる合理的

な基準に該当しないため、租税公課として損金に算入すべき日は、収支報告書が

送付された日の属する事業年度ではなく、アメリカで申告した日（外国税額控除

を受ける日）の属する事業年度の損金とする必要があります。 

 したがって、収支報告書を受けた段階では仮払いとして処理し、翌期に租税公

課に振り替える処理をする必要があると認められます。」 

（ｂ）法人税法上、内国法人が外国税額控除の対象となる外国法人税を納付した場合、

内国法人は、①その納付した外国法人税の額をその債務が確定した事業年度にお

いて損金の額に算入するか（法人税法２２条３項２号）、②当該外国法人税の額

につき、外国税額控除の適用を受けるか（その場合、当該外国法人税の額は、そ

の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。平成

２３年法律第８２号による改正前の法人税法４１条）のいずれかを選択すること

となる。 

 本件指導文書の上記記載は、上記①を選択した場合の損金算入の時期について、

上記②を選択した場合に準ずるものとした上で、内国法人が外国法人税について

上記②の外国税額控除の適用を受ける場合について通達上の取扱いを説明した上

で、Ａが外国法人税の額を会計処理上費用計上しているのはＡがパートナーシッ

プの収支報告を受けた事業年度であるのに対し、米国での申告により外国法人税

の額が確定したのは収支報告を受けた事業年度の翌事業年度であるから、外国法

人税の額を会計処理上費用計上した事業年度と申告により外国法人税の額が確定

する事業年度との間に差異が生じており、そのような差異が生じている以上、こ

れを是正すべきであることを指摘するとともに、そのための具体的な是正方法と

して仮払金処理等の方法を説明したものと解される。 

 そうすると、本件指導文書の記載に係る上記の説明は、ＬＰＳが我が国の租税

法上の法人に該当するか否かについていかなる見解を前提としているかによって

左右される内容ではなく、上記の説明をもって、課税庁の税務職員が原告に対し

米国ワシントン州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないとの見解を個

別に示し又は誤った指導をしたと評価することはできないというべきである。 

ｄ これに対し、原告は、①本件指導文書の第１項の記載に係る申告指導は、ＡがＬＰ

Ｓを介して保有していた米国の不動産の償却費を国内法による減価償却方法によって
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計算し、これをＡの所得金額に反映するよう求めるもので、米国ワシントン州のＬＰ

Ｓが「法人」ではなく、当該不動産がＬＰであるＡの減価償却資産になるという理解

を前提としたものであり、②本件指導文書の第２項の記載に係る申告指導は、同州の

ＬＰＳが米国で負担した源泉所得税等を当該ＬＰＳのＬＰであるＡの損金の額に算入

できることを前提に、その損金算入の時期について指導するもので、本件各ＬＰＳを

含む米国のＬＰＳが「法人」ではなく、その支払った外国税額がＡの支払った外国税

額となるという理解を前提したものであり、③仮に本件各ＬＰＳを含む同州のＬＰＳ

を「法人」と考えていたならば問題にする必要がないはずの米国の建物の耐用年数に

ついて申告指導がされたこと（甲１０９（２頁））は、米国のＬＰＳの保有する米国

の不動産をＬＰであるＡ自身の減価償却資産として償却費を計上できること、すなわ

ち、本件各ＬＰＳを含む同州のＬＰＳが「法人」に該当しないことを前提としたもの

であったから、原告がそのような前提の下で所得税の確定申告をしたことはやむを得

ない旨主張する。 

 しかしながら、課税実務上、納税者の申告の適否をめぐり複数の論点となる事項が

あり、ある事項（計算方法等）の前提となる事項について見解が分かれることが想定

される場合に、課税庁の税務職員において、その前提となる事項に係る見解の当否の

判断を留保し、仮定的に納税義務者の主張に係る理解を一応の前提とした上で、早急

な是正を要する他の事項（計算方法等）に絞って指導をすることは、迅速かつ大量に

事務を処理する上で必要かつ合理性のある取扱いであるといえるところ、本件指導文

書による上記申告指導も、直接の指導の対象とされた計算方法の前提となる事項であ

る米国ワシントン州のＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性については判断を

留保し、仮定的にＡの主張に係る理解を一応の前提とした上で、専ら外国税額控除の

計算方法という限局された技術的な事項に絞って説明等をしたものにとどまるから、

これをもって、その計算方法の前提となる上記のＬＰＳの法人該当性について税務職

員の個別の見解が示されたものとはいえず、課税庁の税務職員がＡに対し米国ワシン

トン州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に当たらない旨の見解を個別に示し又は誤

った指導をしたと評価することはできないというべきである。 

ｅ 原告は、本件事務運営指針（甲１１０）の記載に照らせば、十分な資料の提出がさ

れた上での申告指導に従って確定申告を行った場合に、これを信ずることにつきやむ

を得ないと認められる事情があったときには、「正当な理由」が認められるべきであ

るとし、本件は上記事情がある旨主張する。 

 しかしながら、本件事務運営指針において、「確定申告の納税相談等において、納

税者から十分な資料の提出等があったにもかかわらず、税務職員等が納税者に対して

誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告となった場合で、

かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情がある

こと。」（甲１１０）が国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」があると認めら

れる事例の一つとして挙げられているところ、本件のように、課税庁の税務職員が、

Ａに対し、米国ワシントン州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に当たるか否かの点

について、前示のとおり、これに当たらない旨の見解を個別に示したとはいえず、仮

定的にＡの主張する理解を一応の前提とした上で上記の点とは異なる計算方法の事項
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に絞って説明等をしたにとどまる場合には、上記の点につき当該税務職員が「誤った

指導」を行ったものということはできないから、本件は、本件事務運営指針に示され

た上記事例の場合には当たらないというべきであり、以上の理は、当該税務職員がＡ

に対する調査において本件各ＬＰＳに係る資料を相当程度収集していたとしても左右

されるものではない。 

 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

（イ）その他 

 原告は、長年にわたり米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないことを前

提に申告をしてきたこと、これに対し申告是認通知書（平成８年１２月２４日付け（甲

１０２）及び平成１７年５月３１日付け（甲１０３）のもの）が発出されるなど、上記

の前提を否定する更正等はされてこなかったこと等を主張する。 

 しかしながら、一般に、本来採るべき法令解釈と異なる見解を前提とした申告内容が

更正されずに相当期間が経過した後にある年度から更正がされたからといって、直ちに

国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」があるとはいえない上、上記（ア）にお

いて説示したところによれば、上記の主張に係る事情は、いずれも課税庁の税務職員が

原告ないしＡに対し米国ワシントン州のＬＰＳに係る我が国の租税法上の法人該当性に

ついて一定の見解を個別に示し又は誤った指導をしたと評価し得るものとはいえないと

いうべきである。 

 なお、申告是認通知は、税務官庁の事務上の便宜及び納税者に対する便宜供与のため

に発出され（なお、平成２３年の国税通則法の改正前においては、法令の規定に基づか

ない事実上の行為であった。）、それまでの調査に基づき、納税者の申告に対する税務官

庁の一応の暫定的な見方を示すものにすぎず、本件において発出された申告是認通知書

（甲１０２、１０３）の記載内容をみても、「現在までの調査の結果によると」との留

保が付された上で、適正な申告と認められる旨が簡潔に記載されているもので、個別の

論点となる事項について特定の見解を示すような記載もないから、申告是認通知書の発

出をもって、課税庁の税務職員が原告ないしＡに対し米国ワシントン州のＬＰＳに係る

我が国の租税法上の法人該当性について一定の見解を個別に示し又は誤った指導をした

と評価し得るものということはできない。 

ウ 以上のほか、原告による本件各年分の所得税の申告の当時、米国のＬＰＳに係る我が国

の租税法上の法人該当性に関する判断枠組みについて最高裁の判断が示されていなかった

ことや、下級審裁判例の傾向（なお、原告の主張に係る裁判例は、いずれも米国ワシント

ン州の法令ではなく、米国デラウェア州の法令に基づいて設立されたＬＰＳに係るもので

あり、本件各賦課決定処分に係る申告後に言い渡されたものにとどまる。）など、他に原

告が主張する事情を踏まえても、原告が本件各不動産事業により生じた損益が原告の不動

産所得に該当すると判断したことは、原告が主観的な事情に基づいて本件各ＬＰＳに係る

我が国の租税法上の法人該当性につき本来採るべき法令解釈と異なる見解を採ったことに

よるものであって、そのことについて「真に納税者の責めに帰することのできない客観的

な事情」があったとは認められないものというべきである。 

（３）以上によれば、原告が本件各不動産事業により生じた損益が原告の不動産所得に該当する

としてこれをその金額の計算上必要経費に算入して本件各年分の所得税の申告をしたことに
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ついては、いずれも「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少

申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷に

なる場合」に該当するということはできず、国税通則法６５条４項に定める「正当な理由」

があるということはできない。 

４ 本件各処分の適法性について 

 以上の判断を前提に、原告の本件各年分の所得税についてみると、被告が本件訴訟において

主張する別紙３の第１記載の本件各更正処分の根拠はいずれも相当であり、かつ、その根拠に

基づいて算定した原告の本件各年分の納付すべき税額は、同別紙の第２記載のとおりであると

認められ、いずれも別表１－１ないし１－３記載の本件各更正処分における本件各年分の納付

すべき税額の範囲内（ただし、別表１－３記載の平成２１年分更正処分の納付すべき税額につ

いては、同別紙の第２記載の納付すべき税額と同額）であるから、本件各更正処分は適法とい

うべきである。 

 そして、本件各更正処分が適法である場合に賦課すべき本件各年分の過少申告加算税の額は、

別紙３の第３記載のとおりであるところ、原告は、本件各年分の所得税について、納付すべき

税額を過少に申告していたものであり、納付すべき税額を過少に申告していたことについて国

税通則法６５条４項に定める「正当な理由」があるとはいえないことから、これと同額の税額

を課した本件各賦課決定処分も適法というべきである。 

第４ 結論 

 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判

決する。 

 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 岩井 伸晃 

   裁判官 桃崎 剛 

   裁判官 武見 敬太郎 
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（別紙１） 

指定代理人目録 

 

小西 英恵、石田 佳世子、木本 正樹、鷲津 晋一、加藤 敬、安實 涼子、平山 未知留、 

寺本 大介、鍋谷 彰男、木村 快、小澤 信彦 

以上 
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（別紙２） 

関係法令の定め 

 

１ 所得税法の規定 

（１）外国法人の定義 

 外国法人とは、内国法人（国内に本店又は主たる事務所を有する法人）以外の法人をいう（所

得税法２条１項７号）。 

（２）課税標準 

 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とし

（所得税法２２条１項）、総所得金額は、①利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金

額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額（同法３３条３項１号に掲げる所得に係

る部分の金額に限る。）及び雑所得の金額の合計額と②譲渡所得の金額（同法３３条３項２号に

掲げる所得に係る部分の金額に限る。）及び一時所得の金額の合計額の２分の１に相当する金額

とする（同法２２条２項）。 

（３）不動産所得 

 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け（地上権又は永

小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡

所得に該当するものを除く。）をいい（所得税法２６条１項）、不動産所得の金額は、その年中の

不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする（同条２項）。 

（４）雑所得 

 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、

譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいい（所得税法３５条１項）、雑所得の金

額は、①その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額と②その年中の

公的年金等に係るもの以外の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額の合計額とす

る（同条２項）。 

（５）収入金額 

 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする（所得税法３６条１項）。 

（６）必要経費 

 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべ

き金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該

総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これ

らの所得を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定し

ないものを除く。）の額とする（所得税法３７条１項）。 

（７）減価償却資産の償却費の計算等 

 居住者のその年１２月３１日において有する減価償却資産につきその償却費として所得税法３

７条の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金

額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、政令で定

める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法に基づき政令で定めると

ころにより計算した金額とする（同法４９条１項）。 
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２ 国税通則法の規定 

（１）過少申告加算税の賦課要件等 

ア 期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該

納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき国税通則法３５条２項（期限後申告等による納

付）の規定により納付すべき税額に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する過

少申告加算税を課する（同法６５条１項）。 

イ 上記アに該当する場合において、上記アの納付すべき税額がその国税に係る期限内申告税額

に相当する金額と５０万円とのいずれか多い金額を超えるときは、上記アの過少申告加算税の

額は、上記アにより計算した金額に、当該超える部分に相当する税額に１００分の５の割合を

乗じて計算した金額を加算した金額とする（同条２項）。 

（２）正当な理由 

 上記（１）ア又はイの納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更

正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかったことについ

て正当な理由があると認められるものがある場合には、上記（１）ア又はイの納付すべき税額か

らその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算し

た金額を控除して、上記（１）ア又はイの規定を適用する（国税通則法４項）。 

以上 
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（別紙３） 

課税の根拠及び計算 

 

第１ 本件各更正処分の根拠 

 被告が本件訴訟において主張する原告の本件各年分の総所得金額及び納付すべき税額は、次の

とおりである。 

１ 平成１９年分（別表２「平成１９年分」欄） 

（１）総所得金額（別表２①欄） ３億０２２６万５１７１円 

 上記金額は、次のアないしエの金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表２②欄） １億８３８０万２２６１円 

 上記金額は、次の（ア）の金額から（イ）及び（ウ）の金額を控除した金額である。 

（ア）総収入金額 ２億２８５１万２１８５円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産収入の金額 ３億３２５６万９４４３円 

 上記金額は、原告が平成２０年３月１７日に処分行政庁に対して提出した原告の平成

１９年分の所得税の確定申告書（乙１。以下「平成１９年分確定申告書」という。）又

は同年分の所得税青色申告決算書（不動産所得用）（乙２。以下「平成１９年分決算

書」という。）に記載された不動産所得に係る収入金額と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額 １億０４０５万７２５８円 

 上記金額は、原告が不動産所得に係る収入金額とした金額のうち、ＬＰＳ契約に基づ

く外国法人からの収入金と認められる金額であり（乙２）、原告の不動産所得に係る収

入金額とは認められないため、同収入金額から除かれる金額である。当該収入金は、後

記エ（イ）ａのとおり、雑所得の収入金額とされるべきものである。 

（イ）必要経費の金額 ４４０５万９９２４円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額 ３億１６４２万５９０６円 

 上記金額は、平成１９年分決算書に記載された不動産所得に係る必要経費の合計金額

（乙２⑱欄）と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額 ２億７２３６万５９８２円 

 上記金額は、次の（ａ）ないし（ｆ）の金額の合計額である。 

 当該金額は、ＬＰＳ契約に関連する費用であり、原告の不動産所得を得るために要し

た費用とは認められない金額であることから、原告の不動産所得に係る必要経費から除

かれる金額である。 

（ａ）租税公課から除かれる金額 １１８１万９９０４円 

（ｂ）修繕費から除かれる金額 ８７万９２７１円 

（ｃ）借入金利子から除かれる金額 １６３７万５８１４円 

（ｄ）顧問料から除かれる金額 ２０万１１８９円 

（ｅ）支払手数料から除かれる金額 ４７６万６８６８円 

（ｆ）減価償却費から除かれる金額 ２億３８３２万２９３６円 

（ウ）青色申告特別控除額 ６５万００００円 
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 上記金額は、租税特別措置法（以下「措置法」という。）２５条の２の規定により、原

告の不動産所得の金額から控除される金額であり、平成１９年分決算書に記載された金額

と同額である。 

イ 配当所得の金額（別表２③欄） ７０万００００円 

 上記金額は、平成１９年分確定申告書に記載された配当所得の金額と同額である。 

ウ 給与所得の金額（別表２④欄） ４０７６万５０００円 

 上記金額は、平成１９年分確定申告書に記載された給与所得の金額と同額である。 

エ 雑所得の金額（別表２⑤欄） ７６９９万７９１０円 

 上記金額は次の（ア）及び（イ）の金額の合計額である。 

（ア）公的年金等の所得金額 ０円 

 上記金額は、平成１９年分の公的年金等の収入金額１０７万８４１６円から公的年金等

控除額を控除した残額であり、平成１９年分確定申告書に記載された雑所得の金額と同額

である。 

（イ）本件各ＬＰＳ契約に係る雑所得の金額 ７６９９万７９１０円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を控除した金額であり、利子所得、配当所得、

不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれ

にも該当しないことから、原告の雑所得とすべき金額である。 

ａ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額 １億１３０７万７４７１円 

 上記金額は、本件各ＬＰＳ契約に基づく収入の金額であり、次の（ａ）ないし（ｄ）

の金額の合計額である。 

 当該金額及び後記ｂの金額は、原告が受領した前記ア（ア）ｂの本件各ＬＰＳ契約に

基づく外国法人からの収入金の外貨額及びＬＰＳ契約に関し原告が要した費用の外貨額

につき、Ｏ銀行における平成１９年６月及び同年１２月の営業日末日の対顧客直物電信

売相場と対顧客直物電信買相場の仲値（以下「ＴＴＭ」という。）により算出したもの

であり（別表３－１）、原告が確定申告において申告した額との金額の差は、円換算レ

ートの違いによるものである。 

（ａ）本件Ｃ－ＬＰＳ契約 ２４８４万８２５０円 

（ｂ）本件Ｂ－ＬＰＳ契約 ３９５４万８３３８円 

（ｃ）本件Ｄ－ＬＰＳ契約 １８７４万２６８０円 

（ｄ）本件Ｅ－ＬＰＳ契約 ２９９３万８２０３円 

ｂ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入に係る必要経費の金額 ３６０７万９５６１円 

 上記金額は、前記ａに掲げた本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に係る必要経費（次

の（ａ）ないし（ｃ））の金額の合計額であり、本件各ＬＰＳ契約の収入金額から控除

される金額である。 

（ａ）租税公課の金額 １２９１万１６６３円 

（ｂ）支払利息の金額 １７７６万５４２７円 

（ｃ）支払手数料等の金額 ５４０万２４７１円 

（２）所得控除の額の合計額（別表２⑥欄） １６０万０７０２円 

 上記金額は、原告が平成１９年分確定申告書に記載した所得控除の額（社会保険料控除の額

１２１万５７０２円、寄附金控除の額５０００円及び基礎控除の額３８万円）の合計額と同額
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である。 

（３）課税される総所得金額（別表２⑦欄） ３億００６６万４０００円 

 上記金額は、前記（１）の金額から前記（２）の金額を控除した金額（ただし、国税通則法

１１８条の規定により、１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下、この計算方法は

「課税される総所得金額」の項において同じ。）である。 

（４）納付すべき税額（別表２⑬欄） １億０４７９万４２００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの金額を控除した金額（ただし、国税通則法１１９

条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下、この計算方法は「納付

すべき税額」の項において同じ。）である。 

ア 課税される総所得金額に対する税額（別表２⑧欄） １億１７４６万９６００円 

 上記金額は、前記（３）の課税される総所得金額３億００６６万４０００円に所得税法８

９条１項（平成２５年法律第５号による改正前のもの。以下同じ。）に規定する税率を乗じ

て計算した金額である。 

イ 配当控除の金額（別表２⑨欄） ３万５０００円 

 上記金額は、前記（１）イの配当所得の金額７０万円に所得税法９２条１項の規定を適用

して算出した金額であり、平成１９年分確定申告書に記載された金額と同額である。 

ウ 源泉徴収税額（別表２⑪欄） １２６４万０４００円 

 上記金額は、平成１９年分確定申告書に記載された源泉徴収税額と同額である。 

２ 平成２０年分（別表２「平成２０年分」欄） 

（１）総所得金額（別表２①欄） ３億５６５６万３８５６円 

 上記金額は、次のアないしエの金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表２②欄） ２億３０２２万３５２８円 

 上記金額は、次の（ア）の金額から（イ）及び（ウ）の金額を控除した金額である。 

（ア）総収入金額 ２億７２０８万１４５３円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産収入の金額 ３億６３６１万０７４５円 

 上記金額は、原告が平成２１年３月１６日に処分行政庁に対して提出した原告の平成

２０年分の所得税の確定申告書（乙３。以下「平成２０年分確定申告書」という。）又

は同年分の所得税青色申告決算書（不動産所得用）（乙４。以下「平成２０年分決算

書」という。）に記載された不動産所得に係る収入金額と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額 ９１５２万９２９２円 

 上記金額は、原告が不動産所得に係る収入金額とした金額のうち、本件各ＬＰＳ契約

に基づく外国法人からの収入金と認められる金額であり（乙４）、原告の不動産所得に

係る収入金額とは認められないため、同収入金額から除かれる金額である。当該収入金

は、後記エ（ウ）ａのとおり、雑所得の収入金額とされるべきものである。 

（イ）必要経費の金額 ４１２０万７９２５円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額 ３億２４６１万４６９７円 

 上記金額は、平成２０年分決算書に記載された不動産所得に係る必要経費の合計金額

（乙４⑱欄）と同額である。 
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ｂ 原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額 ２億８３４０万６７７２円 

 上記金額は、次の（ａ）ないし（ｆ）の金額の合計額である。 

 当該金額は、本件各ＬＰＳ契約に関連する費用であり、原告の不動産所得を得るため

に要した費用とは認められない金額であることから、原告の不動産所得に係る必要経費

から除かれる金額である。 

（ａ）租税公課から除かれる金額 １４１９万１８３３円 

（ｂ）修繕費から除かれる金額 １１３４万８８５８円 

（ｃ）借入金利子から除かれる金額 １５３９万９５７９円 

（ｄ）顧問料から除かれる金額 ２５万９７６０円 

（ｅ）支払手数料から除かれる金額 ３８８万３８０６円 

（ｆ）減価償却費から除かれる金額 ２億３８３２万２９３６円 

（ウ）青色申告特別控除額 ６５万円 

 上記金額は、措置法２５条の２の規定により、原告の不動産所得の金額から控除される

金額であり、平成２０年分決算書に記載された金額と同額である。 

イ 配当所得の金額（別表２③欄） １２７万３７０９円 

 上記金額は平成２０年分確定申告書に記載された配当所得の金額と同額である。 

ウ 給与所得の金額（別表２④欄） ４９６０万００００円 

 上記金額は、平成２０年分確定申告書に記載された給与所得の金額と同額である。 

エ 雑所得の金額（別表２⑤欄） ７５４６万６６１９円 

 上記金額は、次の（ア）ないし（ウ）の金額の合計額である。 

（ア）公的年金等の所得金額 ０円 

 上記金額は、平成２０年分の公的年金等の収入金額１０７万８４１６円から、公的年金

等控除額を控除した残額である。 

（イ）その他の雑所得の金額 ２０６１万２３３６円 

 上記金額は、平成２０年分確定申告書に記載された雑所得の収入金額２３６２万１３１

２円から必要経費等の金額３００万８９７６円を控除した残額であり、平成２０年分確定

申告書に記載された金額と同額である。 

（ウ）本件各ＬＰＳ契約に係る雑所得の金額 ５４８５万４２８３円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を控除した金額であり、利子所得、配当所得、

不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれ

にも該当しないことから、原告の雑所得とすべき金額である。 

ａ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額 ８６９２万５７１１円 

 上記金額は、次の（ａ）ないし（ｄ）の金額の合計額である。 

 当該金額及び後記ｂの金額は、原告が受領した前記ア（ア）ｂの本件各ＬＰＳ契約に

基づく外国法人からの収入金の外貨額及び本件各ＬＰＳ契約に関し原告が要した費用の

外貨額につき、Ｏ銀行における平成２０年６月及び同年１２月の営業日末日のＴＴＭに

より算出したものであり（別表３－２）、原告が確定申告において申告した額との金額

の差は、円換算レートの違いによるものである。 

（ａ）本件Ｃ－ＬＰＳ契約 ２０５８万００００円 

（ｂ）本件Ｂ－ＬＰＳ契約 ２６８９万８３８４円 



48 

（ｃ）本件Ｄ－ＬＰＳ契約 １５５２万３２００円 

（ｄ）本件Ｅ－ＬＰＳ契約 ２３９２万４１２７円 

ｂ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入に係る必要経費の金額 ３２０７万１４２８円 

 上記金額は、前記ａに掲げた本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に係る必要経費（次

の（ａ）ないし（ｃ））の金額の合計額であり、本件各ＬＰＳ契約の収入金額から控除

される金額である。 

（ａ）租税公課の金額 １３４４万５８００円 

（ｂ）支払利息の金額 １４６９万０６７８円 

（ｃ）支払手数料等の金額 ３９３万４９５０円 

（２）所得控除の額の合計額（別表２⑥欄） １６９万２１６４円 

 上記金額は、原告が平成２０年分確定申告書に記載した所得控除の額（社会保険料控除の額

１２５万７１６４円、地震保険料控除の額５万円、寄附金控除の額５０００円及び基礎控除の

額３８万円）の合計額と同額である。 

（３）課税される総所得金額（別表２⑦欄） ３億５４８７万１０００円 

 上記金額は、前記（１）の金額から前記（２）の金額を控除した金額である。 

（４）納付すべき税額（別表２⑬欄） １億１８０６万８７００円 

 上記金額は、次のアの金額からイないしエの金額を控除した金額である。 

ア 課税される総所得金額に対する税額（別表２⑧欄） １億３９１５万２４００円 

 上記金額は、前記（３）の課税される総所得金額３億５４８７万１０００円に所得税法８

９条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

イ 配当控除の金額（別表２⑨欄） ６万３６８６円 

 上記金額は、前記（１）イの配当所得の金額１２７万３７０９円に所得税法９２条１項の

規定を適用して算出した金額であり、平成２０年分確定申告書に記載された金額と同額であ

る。 

ウ 源泉徴収税額（別表２⑪欄） １６５７万２３４１円 

 上記金額は、平成２０年分確定申告書に記載された源泉徴収税額と同額である。 

エ 予定納税額（別表２⑫欄） ４４４万７６００円 

 上記金額は、平成２０年分確定申告書に記載された予定納税額（第１期分及び第２期分の

合計額）と同額である。 

３ 平成２１年分（別表２「平成２１年分」欄） 

（１）総所得金額（別表２①欄） ３億２８９８万１９６０円 

 上記金額は、次のアないしエの金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表２②欄） ２億１６７２万５３８０円 

 上記金額は、次の（ア）の金額から（イ）及び（ウ）の金額を控除した金額である。 

（ア）総収入金額 ２億５８５３万８７８３円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産収入の金額 ３億３４６８万４８６４円 

 上記金額は、原告が平成２２年３月１５日に処分行政庁に対して提出した原告の平成

２１年分の所得税の確定申告書（乙５。以下「平成２１年分確定申告書」という。）又

は同年分の所得税青色申告決算書（不動産所得用）（乙６。以下「平成２１年分決算
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書」という。）に記載された不動産所得に係る収入金額と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る収入金額とならない金額 ７６１４万６０８１円 

 上記金額は、原告が不動産所得に係る収入金額とした金額のうち、本件各ＬＰＳ契約

に基づく外国法人からの収入金と認められる金額であり（乙６）、原告の不動産所得に

係る収入金額とは認められないため、同収入金額から除かれる金額である。当該収入金

は、後記エ（ウ）ａのとおり、雑所得の収入金額とされるべきものである。 

（イ）必要経費の金額 ４１１６万３４０３円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額である。 

ａ 確定申告における不動産所得に係る必要経費の金額 ２億４０４５万２１５５円 

 上記金額は、平成２１年分決算書に記載された不動産所得に係る必要経費の合計金額

（乙６⑱欄）と同額である。 

ｂ 原告の不動産所得に係る必要経費とならない金額 １億９９２８万８７５２円 

 上記金額は、次の（ａ）ないし（ｅ）の金額の合計額である。 

 当該金額は、本件各ＬＰＳ契約に関連する費用であり、原告の不動産所得を得るため

に要した費用とは認められない金額であることから、原告の不動産所得に係る必要経費

から除かれる金額である。 

（ａ）租税公課から除かれる金額 ８５０万３２８４円 

（ｂ）修繕費から除かれる金額 ２２５万８４２３円 

（ｃ）借入金利子から除かれる金額 １３７０万５３５４円 

（ｄ）支払手数料から除かれる金額 ３５０万８３７６円 

（ｅ）減価償却費から除かれる金額 １億７１３１万３３１５円 

（ウ）青色申告特別控除額 ６５万００００円 

 上記金額は、措置法２５条の２の規定により、原告の不動産所得の金額から控除される

金額であり、平成２１年分決算書に記載された金額と同額である。 

イ 配当所得の金額（別表２③欄） ２４０万円 

 上記金額は、Ｐ証券株式会社からの分配金であり、原告の配当所得となる金額である。 

ウ 給与所得の金額（別表２④欄） ４９６０万００００円 

 上記金額は、平成２１年分確定申告書に記載された給与所得の金額と同額である。 

エ 雑所得の金額（別表２⑤欄） ６０２５万６５８０円 

 上記金額は、次の（ア）ないし（ウ）の金額の合計額である。 

（ア）公的年金等の金額 ０円 

 上記金額は、平成２１年分の公的年金等の収入金額１０７万８４１６円から、公的年金

等控除額を控除した残額である。 

（イ）その他の雑所得の金額 ８７３万８６１８円 

 上記金額は、平成２１年分確定申告書に記載された雑所得の収入金額９１９万８５４５

円から必要経費４５万９９２７円を控除した金額であり、平成２１年分確定申告書に記載

された金額と同額である。 

（ウ）本件各ＬＰＳ契約に係る雑所得の金額 ５１５１万７９６２円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を控除した金額であり、利子所得、配当所得、

不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれ
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にも該当しないことから、原告の雑所得とすべき金額である。 

ａ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額 ７７７９万０５３４円 

 上記金額は、次の（ａ）ないし（ｄ）の金額の合計額である。 

 当該金額及び後記ｂの金額は、原告が受領した前記ア（ア）ｂの本件各ＬＰＳ契約に

基づく外国法人からの収入金の外貨額、及び本件各ＬＰＳ契約に関し原告が要した費用

の外貨額につき、Ｑ銀行における平成２１年６月及び同年１２月の営業日末日のＴＴＭ

により算出したものであり（別表３－３）、原告が確定申告において申告した額との金

額の差は、円換算レートの違いによるものである。 

（ａ）本件Ｃ－ＬＰＳ契約 １９７４万８４００円 

（ｂ）本件Ｂ－ＬＰＳ契約 １８８０万７０３４円 

（ｃ）本件Ｄ－ＬＰＳ契約 １４８９万５９３６円 

（ｄ）本件Ｅ－ＬＰＳ契約 ２４３３万９１６４円 

ｂ 本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に係る必要経費の金額 ２６２７万２５７２円 

 上記金額は、前記ａに掲げた本件各ＬＰＳ契約に基づく収入金額に係る必要経費（次

の（ａ）ないし（ｃ））の金額の合計額であり、本件各ＬＰＳ契約の収入金額から控除

される金額である。 

（ａ）租税公課の金額 ８６８万１０３６円 

（ｂ）支払利息の金額 １４００万７６５４円 

（ｃ）支払手数料の金額 ３５８万３８８２円 

（２）所得控除の額の合計額（別表２⑥欄） ２１７万２６１８円 

 上記金額は、原告が平成２１年分確定申告書に記載した所得控除の額（医療費控除の額４５

万１０３０円、社会保険料控除の額１２８万６５８８円、地震保険料控除の額５万円、寄附金

控除の額５０００円及び基礎控除の額３８万円）の合計額と同額である。 

（３）課税される総所得金額（別表２⑦欄） ３億２６８０万９０００円 

 上記金額は、前記（１）の金額から前記（２）の金額を控除した金額である。 

（４）納付すべき税額（別表２⑬欄） １億００６２万４２００円 

 上記金額は、次のアの金額からイないしエの金額を控除した金額である。 

ア 課税される総所得金額に対する税額（別表２⑧欄） １億２７９２万７６００円 

 上記金額は、前記（３）の課税される総所得金額３億２６８０万９０００円に所得税法８

９条１項に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

イ 配当控除の金額（別表２⑨欄） １２万００００円 

 上記金額は、前記（１）イの配当所得の金額２４０万円に所得税法９２条１項の規定を適

用して算出した金額である。 

ウ 源泉徴収税額（別表２⑪欄） １６７９万７６００円 

 上記金額は、次の（ア）及び（イ）の金額の合計額である。 

（ア）確定申告における源泉徴収税額の金額 １６３１万７６００円 

 上記金額は、給与所得に係る源泉徴収税額であり、平成２１年分確定申告書に記載され

た源泉徴収税額と同額である。 

（イ）配当所得に係る源泉徴収税額 ４８万００００円 

 上記金額は、Ｐ証券株式会社からの配当金額２４０万円（前記（１）イ）に係る源泉徴
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収税額である。 

エ 予定納税額（別表２⑫欄） １０３８万５８００円 

 上記金額は、平成２１年分確定申告書に記載された予定納税額（第１期分及び第２期分の

合計額）と同額である。 

第２ 本件各更正処分の計算 

 被告が本件訴訟において主張する原告の本件各年分の納付すべき所得税の額は、前記第１の１

（４）、同２（４）及び同３（４）のとおり、それぞれ以下の各金額であるところ、本件各更正

処分における本件各年分の納付すべき税額は、これらの金額の範囲内又は同額である。 

１ 平成１９年分 １億０４７９万４２００円 

２ 平成２０年分 １億１８０６万８７００円 

３ 平成２１年分 １億００６２万４２００円 

第３ 本件各賦課決定処分の根拠 

 本件各更正処分により原告が新たに納付すべき所得税の額について、その基礎となった事実に

つき、原告がこれを計算の基礎としなかったことに国税通則法６５条４項に定める「正当な理

由」があるとは認められない場合に、本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなっ

た税額を基礎として課されるべき過少申告加算税の金額は、次のとおりである。 

１ 平成１９年分の過少申告加算税の額（別表２「平成１９年分」⑭欄） １３７４万０５００円 

 上記金額は、国税通則法６５条１項の規定に基づき、原告が平成１９年分更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額９８０４万円（ただし、同法１１８条３項の規定に基づき１万円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下、この計算方法は「平成…年分の過少申告加算税の

額」の項において同じ。）に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額９８０万４０００円に、

同法６５条２項の規定に基づき、平成１９年分更正処分により新たに納付すべきこととなった税

額９８０４万２４００円のうち、同条３項に規定する期限内申告税額に相当する金額１９３１万

１８００円と５０万円とのいずれか多い金額である１９３１万１８００円を超える部分の額７８

７３万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額３９３万６５００円を加算した金額である。 

２ 平成２０年分の過少申告加算税の額（別表２「平成２０年分」⑭欄） １２７６万７５００円 

 上記金額は、国税通則法６５条１項の規定に基づき、原告が平成２０年分更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額９８５８万円に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額９８

５万８０００円に、同条２項の規定に基づき、平成２０年分更正処分により新たに納付すべきこ

ととなった税額９８５８万８８００円のうち、同条３項に規定する期限内申告税額に相当する金

額４０３９万５８４１円と５０万円とのいずれか多い金額である４０３９万５８４１円を超える

部分の額５８１９万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額２９０万９５００円を加算し

た金額である。 

３ 平成２１年分の過少申告加算税の額（別表２「平成２１年分」⑭欄） ７６５万４０００円 

 上記金額は、国税通則法６５条１項の規定に基づき、原告が平成２１年分更正処分により新た

に納付すべきこととなった税額７０２２万円に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額７０

２万２０００円に、同条２項の規定に基づき、平成２１年分更正処分により新たに納付すべきこ

ととなった税額７０２２万４４００円のうち、同条３項に規定する期限内申告税額に相当する金

額５７５８万３２００円と５０万円とのいずれか多い金額である５７５８万３２００円を超える

部分の額１２６４万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額６３万２０００円を加算した
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金額である。 

第４ 本件各賦課決定処分の計算 

 被告が本件訴訟において主張する本件各更正処分に伴って賦課されるべき本件各年分の過少申

告加算税の額は、前記第３の１ないし３のとおり、それぞれ以下の各金額であるところ、本件各

賦課決定処分における本件各年分の過少申告加算税の金額は、上記の各金額と同額である。 

１ 平成１９年分 １３７４万０５００円 

２ 平成２０年分 １２７６万７５００円 

３ 平成２１年分 ７６５万４０００円 

以上 
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（別紙４） 

改正州ＬＰＳ法の定め 

 

１ 定義（25.10.011） 

（１）ＬＰＳにおける「ジェネラル・パートナー」とは、①25.10.371に基づいてＧＰとなる者（per

son）又は②25.10.911(1)若しくは(2)に基づいてＬＰＳが改正州ＬＰＳ法の適用を受けることと

なった時に当該ＬＰＳのＧＰであった者（person）をいう（25.10.011(8)(a)）。 

（２）ＬＰＳにおける「リミテッド・パートナー」とは、①25.10.301に基づいてＬＰとなる者（per

son）、又は②25.10.911(1)又は(2)に基づいてＬＰＳが改正州ＬＰＳ法の適用を受けることとな

った時に当該ＬＰＳのＬＰであった者（person）をいう（25.10.011(10)(a)）。 

（３）「リミテッド・パートナーシップ」（ＬＰＳ）とは、「州外リミテッド・パートナーシップ」及

び「州外リミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パートナーシップ」という用語における場

合を除き、改正州ＬＰＳ法に基づき２名以上の者（persons）により設立され、又は改正州ＬＰ

Ｓ法１１条、25.10.911(1)若しくは同条(2)に基づき改正州ＬＰＳ法の適用を受ける、１名以上

のＧＰ及び１名以上のＬＰを有する主体（entity）をいう（25.10.011(11)）。 

（４）「パートナー」とは、ＬＰ又はＧＰをいう（25.10.011(12)）。 

（５）「パートナーシップ契約」とは、口頭によるものか、黙示的なものか、記録されているものか、

又はこれらの組合せであるかを問わず、ＬＰＳに関するパートナーの合意をいう。「パートナー

シップ契約」には、修正された契約が含まれる。 

（６）「者（person）」とは、個人、コーポレーション（corporation）、事業信託、遺産財団、信託、

パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー、アソシエーション、ジョイント

ベンチャー、政府又はその部局、外局若しくは補助部門その他の法的又は商業上の主体（entit

y）をいう（25.10.011(14)）。 

（７）「譲渡可能持分（transferable interest）」とは、パートナーの分配を受ける権利をいう（25.

10.011(22)）。 

２ 主体（entity）の性質、目的及び存続期間（25.10.021） 

（１）ＬＰＳは、そのパートナーとは別個の主体（an entity distinct from its partners）である

（25.10.021(1)）。 

（２）ＬＰＳは、あらゆる合法的な目的のために改正州ＬＰＳ法に基づき設立されることができる

（25.10.021(2)）。 

（３）ＬＰＳは、無期限に存続することができる（25.10.021(3)）。 

３ ＬＰＳの権限（25.10.031） 

 ＬＰＳは、自身が活動する上で必要な又は便宜的なあらゆることを行う権限を有する。その権限

には、自己の名により訴訟を提起し又は提起される権限及び訴訟行為をする権限並びにパートナー

のパートナーシップ契約違反又はパートナーシップに対する義務違反によってＬＰＳが被った損害

について当該パートナーに対して訴訟を提起する権限が含まれる。 

４ パートナーとパートナーシップとの商取引（25.10.101） 

 パートナーは、ＬＰＳに金銭を貸し付けること及びＬＰＳと他の取引を行うことができ、当該貸

付け又は他の取引に関し、パートナーではない者（person）が有するのと同様の権利及び義務を有

する。 
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５ ＬＰＳを拘束するＬＰとしての権限の不存在（25.10.311） 

 ＬＰは、ＬＰとして、ＬＰＳを代理し又は拘束する権利又は権限を有しない。 

６ ＬＰＳの義務に対するＬＰとしての責任の不存在（25.10.321） 

 ＬＰＳの義務（an obligation of a limited partnership）は、それが契約上生じたもの、不法

行為により生じたもの又はそれ以外のものであっても、ＬＰの義務ではない。ＬＰは、ＬＰＳの経

営及び管理に参加している場合であっても、ＬＰであるという理由のみによって、ＬＰＳの義務に

対して、出資その他の方法により、直接的にも間接的にも個人として責任を負うことはない。 

７ ＬＰＳの代理人としてのＧＰ（25.10.381） 

 各ＧＰは、ＬＰＳの活動における当該ＬＰＳの代理人（an agent of the limited partnershi

p）である。ＧＰの行為は、パートナーシップの名で記録に署名することを含め、それが明らかに

ＬＰＳの通常業務の一環として行われる活動であるか又はＬＰＳが行う類の活動である場合には、

当該ＬＰＳを拘束する。ただし、当該ＧＰが特定の事項に関し当該ＬＰＳを代理する権限を有して

おらず、当該ＧＰと取引をした者（person）が、当該ＧＰがその権限を有していないことを知って

いたか、その通知を受けていたか、又は25.10.016(4)に基づき認識していた場合を除く。 

８ ＧＰの責任（25.10.401(1)） 

 本項の（２）及び（３）（25.10.401(2)及び(3)）に別途規定されている場合を除き、全てのＧＰ

は、権利を主張する者による別途の同意又は法令の規定がない限り、ＬＰＳの全ての義務（all ob

ligations of the limited partnership）に対し連帯して責任を負う。 

９ ＧＰの経営権（25.10.421(1)） 

 各ＧＰは、ＬＰＳの活動の管理及び運営において同等の権利を有する。改正州ＬＰＳ法に別段の

定めがある場合を除き、ＬＰＳの活動に関するあらゆる事項は、ＧＰ（ＧＰが２名以上ある場合に

は、ＧＰの多数）によって独占的に決定される。 

10 現物分配（25.10.486前段） 

 パートナーは、現金以外の形で、ＬＰＳからの分配を要求し又は受領する権利を有しない。 

11 パートナーの譲渡可能持分（25.10.546） 

 パートナーが譲渡することができる唯一の持分は、当該パートナーが有する譲渡可能持分（tran

sferable interest）である。譲渡可能持分は、人的財産権（personal property）である。 

12 派生訴訟（25.10.706） 

 パートナーは、次に掲げる場合には、ＬＰＳの権利（a right of a limited partnership）を行

使するために派生訴訟を追行することができる。（以下略） 

以上 
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別表１－１ 

平成１９年分更正処分及び平成１９年分賦課決定処分の経緯 

 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成20年3月17日 平成23年3月10日 平成23年5月6日 平成23年7月6日 平成23年8月5日 平成24年7月31日 

総所得金額 ① 56,958,537 320,378,117 56,958,537 56,958,537 302,063,983 

不動産所得の金額 ② 15,493,537 183,601,072 15,493,537 15,493,537 183,601,072 

配当所得の金額 ③ 700,000 96,012,045 700,000 700,000 700,000 

給与所得の金額 ④ 40,765,000 40,765,000 40,765,000 40,765,000 40,765,000 

内
訳 

雑所得の金額 ⑤ 0 0 0 0 76,997,911 

所得控除の額の合計額 ⑥ 1,600,702 1,600,702 1,600,702 1,600,702 1,600,702 

課税される総所得金額 
（①－⑥） 

⑦ 55,357,000 318,777,000 55,357,000 55,357,000 300,463,000 

課税される総所得金額に 
対する税額 

⑧ 19,346,800 124,714,800 19,346,800 19,346,800 117,389,200 

配当控除の金額 ⑨ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

差引所得税額 
（⑧－⑨） 

⑩ 19,311,800 124,679,800 19,311,800 19,311,800 117,354,200 

源泉徴収税額 ⑪ 12,640,400 12,640,400 12,640,400 12,640,400 12,640,400 

予定納税額 ⑫ － － － － － 

納付すべき税額 
（⑩－⑪－⑫） 

⑬ 6,671,400 112,039,400 6,671,400 6,671,400 104,713,800 

過少申告加算税の額 ⑭ － 14,838,000 0 

棄却 

0 13,740,500 
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別表１－２ 

平成２０年分更正処分及び平成２０年分賦課決定処分の経緯 

 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成21年3月16日 平成23年3月10日 平成23年5月6日 平成23年7月6日 平成23年8月5日 平成24年7月31日 

総所得金額 ① 109,832,093 373,684,847 109,832,093 109,832,093 356,304,097 

不動産所得の金額 ② 38,346,048 229,963,768 38,346,048 38,346,048 229,963,768 

配当所得の金額 ③ 1,273,709 73,508,743 1,273,709 1,273,709 1,273,709 

給与所得の金額 ④ 49,600,000 49,600,000 49,600,000 49,600,000 49,600,000 

内
訳 

雑所得の金額 ⑤ 20,612,336 20,612,336 20,612,336 20,612,336 75,466,620 

所得控除の額の合計額 ⑥ 1,692,164 1,692,164 1,692,164 1,692,164 1,692,164 

課税される総所得金額 
（①－⑥） 

⑦ 108,139,000 371,992,000 108,139,000 108,139,000 354,611,000 

課税される総所得金額に 
対する税額 

⑧ 40,459,600 146,000,800 40,459,600 40,459,600 139,048,400 

配当控除の金額 ⑨ 63,686 63,686 63,686 63,686 63,686 

差引所得税額 
（⑧－⑨） 

⑩ 40,395,914 145,937,114 40,395,914 40,395,914 138,984,714 

源泉徴収税額 ⑪ 16,572,341 16,572,341 16,572,341 16,572,341 16,572,341 

予定納税額 ⑫ 4,447,600 4,447,600 4,447,600 4,447,600 4,447,600 

納付すべき税額 
（⑩－⑪－⑫） 

⑬ 19,375,900 124,917,100 19,375,900 19,375,900 117,964,700 

過少申告加算税の額 ⑭ － 13,811,000 0 

棄却 

0 12,767,500 
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別表１－３ 

平成２１年分更正処分及び平成２１年分賦課決定処分の経緯 

 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成22年3月15日 平成23年3月10日 平成23年5月6日 平成23年7月6日 平成23年8月5日 平成24年7月31日 

総所得金額 ① 151,921,327 341,246,878 151,921,327 151,921,327 328,981,960 

不動産所得の金額 ② 93,582,709 216,725,380 93,582,709 93,582,709 216,725,380 

配当所得の金額 ③ 0 66,182,880 0 0 2,400,000 

給与所得の金額 ④ 49,600,000 49,600,000 49,600,000 49,600,000 49,600,000 

内
訳 

雑所得の金額 ⑤ 8,738,618 8,738,618 8,738,618 8,738,618 60,256,580 

所得控除の額の合計額 ⑥ 2,172,618 2,172,618 2,172,618 2,172,618 2,172,618 

課税される総所得金額 
（①－⑥） 

⑦ 149,748,000 339,074,000 149,748,000 149,748,000 326,809,000 

課税される総所得金額に 
対する税額 

⑧ 57,103,200 132,833,600 57,103,200 57,103,200 127,927,600 

配当控除の金額 ⑨ 0 120,000 0 0 120,000 

差引所得税額 
（⑧－⑨） 

⑩ 57,103,200 132,713,600 57,103,200 57,103,200 127,807,600 

源泉徴収税額 ⑪ 16,317,600 16,797,600 16,317,600 16,317,600 16,797,600 

予定納税額 ⑫ 10,385,800 10,385,800 10,385,800 10,385,800 10,385,800 

納付すべき税額 
（⑩－⑪－⑫） 

⑬ 30,399,800 105,530,200 30,399,800 

棄却 

30,399,800 100,624,200 

過少申告加算税の額 ⑭ － 8,414,000 0 8,390,000 0 7,654,000 
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別表２ 

本件各年分の課税の根拠 

 

 平成１９年分 平成２０年分 平成２１年分 

総所得金額 ① 302,265,171 356,563,856 328,981,960 

不動産所得の金額 ② 183,802,261 230,223,528 216,725,380 

配当所得の金額 ③ 700,000 1,273,709 2,400,000 

給与所得の金額 ④ 40,765,000 49,600,000 49,600,000 

内
訳 

雑所得の金額 ⑤ 76,997,910 75,466,619 60,256,580 

所得控除の額の合計額 ⑥ 1,600,702 1,692,164 2,172,618 

課税される総所得金額 

（①－⑥） 
⑦ 300,664,000 354,871,000 326,809,000 

課税される総所得金額に対する税額 ⑧ 117,469,600 139,152,400 127,927,600 

配当控除の金額 ⑨ 35,000 63,686 120,000 

差引所得税額 

（⑧－⑨） 
⑩ 117,434,600 139,088,714 127,807,600 

源泉徴収税額 ⑪ 12,640,400 16,572,341 16,797,600 

予定納税額 ⑫ － 4,447,600 10,385,800 

納付すべき税額 

（⑩－⑪－⑫） 
⑬ 104,794,200 118,068,700 100,624,200 

過少申告加算税の額 ⑭ 13,740,500 12,767,500 7,654,000 
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別表３－１から別表３－３まで 省略 


